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(54)【発明の名称】 内視鏡システム

(57)【要約】
【課題】  内視鏡関連データを書換え可能に記憶でき、
管理もし易く、内視鏡及び周辺装置も小型化できる内視
鏡システムを提供する。
【解決手段】  患者等に挿入される挿入部１１を備えた
内視鏡２には、その内視鏡２に関連するデータを書き換
え可能に記憶する不揮発性メモリ２０が設けられ、使用
施設名等の書き換えを必要とするデータを記憶して管理
し易くすると共に、この内視鏡２が周辺装置としての例
えば通信機能を備えた画像処理装置３Ａと接続された場
合には、シリアルインタフェースで、不揮発性メモリ２
０のデータを読出したり、書込んだりする通信手段を形
成して、データ処理を簡単な実現でき、しかも内視鏡２
と周辺装置側を小型化することを可能にした。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被検体内に挿入されて内視鏡検査を行う
ための内視鏡と、該内視鏡と接続される周辺装置とを備
えた内視鏡システムにおいて、
前記内視鏡に、該内視鏡に関連するデータを記憶する書
き換え可能な記憶部と、該記憶部内の内視鏡関連データ
の読み出し又は書込みを行うと共に前記周辺装置に送受
信するための通信部としてのシリアル伝送を行うシリア
ルインターフェースと、
を設けた事を特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】  前記周辺装置との通信を行うための信号
線は、１線である事を特徴とする請求項１の内視鏡シス
テム。
【請求項３】  前記内視鏡は、被検体内に撮像するため
の固体撮像素子を有し、内視鏡内の記憶部及び通信部に
供給される電源部は、前記固体撮像素子に供給する電源
部と共用する事を特徴とする請求項１記載の内視鏡シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は内視鏡と画像処理装
置等の周辺装置とを接続して内視鏡検査等を行う内視鏡
システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、内視鏡内に内視鏡関連データを付
与する内視鏡システムが提案されている。例えば、特開
昭６３－２７１２１７では、内視鏡（スコープ）に付与
されているスコープ識別情報及び前記スコープ識別情報
を認識するスコープ認識手段を有し、光源部からの光量
をスコープ認識情報毎に制御する光量制御手段を具備す
る事を特徴とする。
【０００３】一方、特公第２７１３８４０号では、電子
内視鏡に電子内視鏡を識別する識別部を設け、信号処理
装置には電子内視鏡の識別部を認識する識別手段と、電
子内視鏡に関連するホワイトバランス設定値を個々の電
子内視鏡に対応させて記憶する記憶手段を有する電子内
視鏡システムが開示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した従来
例においては、内視鏡に付与される情報（スコープ識別
情報）は書き換え可能ではないため、初検査日、施設
名、ユーザコメントデータなどのように書き換えを行う
内視鏡関連データについては対応する事ができない。
【０００５】また、内視鏡と接続する周辺装置との間で
行われる、内視鏡に付与される情報の認識処理は、一線
式のシリアルインターフェースで行われてないため、内
視鏡側及び周辺装置側の認識処理部の構成が大きくな
り、その結果周辺装置の大型化につながり、ユーザには
扱いにくくなるという問題があった。
【０００６】（発明の目的）本発明は、上述した点に鑑
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みてなされたもので、内視鏡関連データを書換え可能に
記憶でき、管理もし易く、内視鏡及び周辺装置も小型化
できる内視鏡システムを提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は、被検体内に挿
入されて内視鏡検査を行うための内視鏡と、該内視鏡と
接続される周辺装置とを備えた内視鏡システムにおい
て、前記内視鏡に、該内視鏡に関連するデータを記憶す
る書き換え可能な記憶部と、該記憶部内の内視鏡関連デ
ータの読み出し又は書込みを行うと共に前記周辺装置に
送受信するための通信部としてのシリアル伝送を行うシ
リアルインターフェースと、を設けた事により、初検査
日、施設名、ユーザコメントデータなど書換えが行われ
る内視鏡関連データについて、書込み、読出しが可能と
なる。これより、内視鏡関連データが個々の内視鏡毎に
記憶されるため、内視鏡関連データの情報管理が容易と
なる。
【０００８】また、複数の内視鏡の全ての内視鏡関連デ
ータを、接続する周辺装置で記録、管理する必要がなく
なるため、周辺装置内のメモリ、記録部の小型化による
周辺装置の小型化につながり、ユーザにとって扱いやす
くなる。また、通信部はシリアル伝送を行うので、内視
鏡及び周辺装置の認識処理部の構成が簡単となり、内視
鏡及び周辺装置を小型化できる。
【０００９】また、前記周辺装置との通信を行うための
信号線は、１線とする事により、内視鏡及び周辺装置の
接続部の小型化につながるため、ユーザにとって扱い易
くなる。また、前記内視鏡は、被検体内に撮像するため
の固体撮像素子を有し、内視鏡内の記憶部及び通信部に
供給される電源部は、前記固体撮像素子に供給する電源
部と共用する事により、やはり内視鏡及び周辺装置の接
続部の小型化につながるため、ユーザにとって扱い易く
なる。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）図１ないし図３７は本発明の第１
の実施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態
の内視鏡システムの全体構成の概略を示すブロック図、
図２は電子内視鏡及び通信機能を備えた画像処理装置の
詳細を示すブロック図、図３及び図３４はセレクタ２
２、７４の構成例を示す回路図、図４は通信データのフ
ォーマット及びその通信データの内容を示す図、図５は
接続装置（接続された周辺装置）が内視鏡内の不揮発性
メモリへ書込み（クリア）処理を行う場合の接続装置側
の動作を示すフローチャート図、図６は図５の場合にお
ける内視鏡側の動作を示すフローチャート図、図７は内
視鏡内の不揮発性メモリに格納されるデータ部及びバッ
クアップデータ部をそれぞれ構成する領域及び各領域の
内容を示す図、図８は図６のメモリ書込み（クリア）処



(3) 特開２００２－３４９０６

10

20

30

40

50

3
理の動作を示すフローチャート図、図９はデータ部のメ
モリ書込み（クリア）処理の動作を示すフローチャート
図、図１０はバックアップデータ部のメモリ書込み（ク
リア）処理の動作を示すフローチャート図、図１１は接
続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ読み出し処理を行
う場合の接続装置側の動作を示すフローチャート図、図
１２は接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ読み出し
処理を行う場合の内視鏡側の動作を示すフローチャート
図、図１３は図１２内のメモリ読み出し処理の動作を示
すフローチャート図、図１４はデータ部の読み出し処理
の動作を示すフローチャート図、図１５はバックアップ
データ部の読み出し処理の動作を示すフローチャート
図、図１６は接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ書
込み許可処理及び書込み許可後の書込み処理を行う場合
の接続装置側の動作を示すフローチャート図、図１７は
接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ書込み許可処理
及び書込み許可後の書込み処理を行う場合の内視鏡側の
動作を示すフローチャート図、図１８は書込み許可後に
接続装置から送信され内視鏡側で受信したコマンドに対
する内視鏡側の処理動作を示すフローチャート図、図１
９は接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへカウント処
理を行う場合の接続装置側の動作を示すフローチャート
図、図２０は接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへカ
ウント処理を行う場合の内視鏡側の動作を示すフローチ
ャート図、図２１は図２０のメモリカウント処理の動作
を示すフローチャート図、図２２は内視鏡内で自動的に
カウント処理を行う場合の内視鏡の動作を示すフローチ
ャート図、図２３は内視鏡内で洗浄関連情報を自動的に
クリアする場合の処理動作を示すフローチャート図、図
２４は不揮発性メモリに書き込まれる内視鏡関連データ
の種類及びその内容を示す図、図２５は初検査日又は施
設名又は保証期限を読み出した時の接続装置の処理を示
すフローチャート図、図２６は点検時期である事を示す
モニタの表示方法の一例を示す図、図２７は内視鏡関連
データの一部又は全部をモニタに表示し、又は画像記録
装置ファイリング装置に記録する処理を示すフローチャ
ート図、図２８はモニタの表示方法の一例を示す図、図
２９は内視鏡と通信する通信機能を有する画像処理装置
又はファイリング装置が接続された場合の浄関連情報に
関する処理を示すフローチャート図、図３０は内視鏡に
通信機能を有する洗浄装置が接続された場合の浄関連情
報に関する処理を示すフローチャート図、図３１はユー
ザ関連データについての接続装置の処理を示すフローチ
ャート図、図３２はユーザ関連データの表示方法の一例
を示す図、図３３は書込み許可を行う際の接続装置の処
理を示すフローチャート図、図３５はカウント処理に関
する接続装置の処理を示すフローチャート図、図３６は
前検査時刻の読み出し、書き込み処理についての接続装
置の処理を示すフローチャート図、図３７はモニタの表
示方法の１例を示す図である。
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【００１１】図１に示す本発明の１実施の形態の内視鏡
システム１は内視鏡２と、この内視鏡２とそれぞれ選択
的に接続されて使用される接続装置（或いは周辺装置）
としての、（内視鏡２と通信する）通信機能を有する画
像処理装置３Ａと、（内視鏡２と通信する）通信機能を
有しない画像処理装置３Ｂと、（内視鏡２と通信する）
通信機能を有する洗浄装置３Ｃと、（内視鏡２と通信す
る）通信機能を有するファイリング装置３Ｄと、前記画
像処理装置３Ａとそれぞれ接続されたモニタ４ａと、画
像記録装置と５ａ、ファイリング装置６ａと、前記画像
処理装置３Ｂとそれぞれ接続されたモニタ４ｂと、画像
記録装置と５ｂ、ファイリング装置６ｂと、前記洗浄装
置３Ｃに接続されたファイリング装置６ｃと、前記ファ
イリング装置３Ｄに接続されたモニタ４ｄとから構成さ
れる。内視鏡２は通信する通信機能（通信部）７と情報
を書き換え可能で記憶する記憶部８とを有する。また、
後述するようにこの通信機能７をシリアルインタフェー
ス手段で構成することにより、信号伝送用の信号線を削
減すると共に、接続するコネクタピンの本数を削減して
内視鏡２を軽量かつ小型化して良好な操作性を確保する
ようにしている。
【００１２】例えば内視鏡２に通信機能を備えた画像処
理装置３Ａを接続した内視鏡装置では、内視鏡２で撮像
された内視鏡画像は画像処理装置３Ａで画像処理され、
モニタ４ａに表示して被検体内を内視鏡検査できるよう
にすると共に、内視鏡画像を画像記録装置（プリンタ、
ＶＴＲなど）５ａに記録可能とし、またファイリング装
置６ａで内視鏡画像又は内視鏡関連データの記録、読み
出し、管理などを行うことができるようにしている。ま
た、内視鏡２との通信処理により、内視鏡２内の記憶部
内の内視鏡関連データの読み出し、書込み、その他のコ
マンド処理を行う（詳細は後述する）。
【００１３】また、内視鏡２に画像処理装置３Ｂを接続
した内視鏡装置では、内視鏡２で撮像された内視鏡画像
は画像処理装置３Ｂで画像処理され、モニタ４ｂに表示
し、画像記録装置（プリンタ、ＶＴＲなど）５ｂに記録
し、ファイリング装置６ｂで内視鏡画像又は内視鏡関連
データの記録、読み出し、管理などを行う。但し、画像
処理装置３Ｂは内視鏡２との通信機能を有さない為、通
信処理は行わない。
【００１４】また、内視鏡２に洗浄装置３Ｃを接続した
場合には、洗浄装置３Ｃは内視鏡２との通信処理を行う
と共に、内視鏡２の洗浄処理を行う。また、ファイリン
グ装置６ｃで内視鏡関連データの記録、読み出し、管理
などを行う。
【００１５】また、内視鏡２にファリング装置３Ｄを接
続した場合には、内視鏡２との通信処理により、内視鏡
２内の記憶部内の内視鏡関連データの読み出し、書込
み、その他のコマンド処理、複数の内視鏡２に対する内
視鏡毎の内視鏡関連データの管理、及び内視鏡関連デー
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タのモニタ４ｄへの表示を行う。
【００１６】なお、本実施の形態に示すように、ファイ
リング装置が、接続装置毎に用意される他、１つのファ
イリング装置が複数の接続装置（３Ａ、３Ｂ、３Ｃ）
と、例えばネットワークを介して接続可能であり、複数
の内視鏡２の情報を一括して記録、管理してもよい。ま
た、ファイリング装置６ａ、６ｂ、６ｃは、例えばネッ
トワークで相互接続され、お互いの内視鏡関連データを
読み出し、書込み、管理してもよい。
【００１７】図２は、本実施の形態において内視鏡２及
び通信機能を備えた画像処理装置３Ａの詳細な構成を示
すブロック図である。この内視鏡２は電子内視鏡で構成
され、被検体内に挿入される細長の挿入部１１を有し、
この挿入部１１内にはライトガイド１２が挿通され、こ
のライトガイド１２の後端は光源装置１３に着脱自在で
接続され、この光源装置１３内部のランプで発生した照
明光をライトガイド１２で伝送し、挿入部１１の先端部
１４の照明窓に取り付けられたライトガイド先端部から
前方に出射し、被検体内の患部等の被写体を照明する。
【００１８】照明された被写体は先端部１４の観察窓に
取り付けた対物レンズ１６によりその結像位置に配置さ
れた固体撮像素子としての例えば電荷結合素子（ＣＣＤ
と略記））１７に結像し、このＣＣＤ１７により光電変
換される。
【００１９】この内視鏡２の挿入部１１の後端側には画
像処理装置３Ａ内のＣＣＤ駆動電源１８から供給された
ＣＣＤ駆動電圧を所望の電圧に変換するレギュレータ１
９、内視鏡関連データを記憶保持するＥＥＰＲＯＭ又は
フラッシュＲＯＭ又はＦＲＡＭ又はＭＲＡＭなどの書き
換え可能な不揮発性メモリ２０、前記内視鏡関連データ
を画像処理装置３Ａにシリアルインタフェースで送受信
する通信処理と、前記内視鏡関連データを前記不揮発性
メモリ２０に書き込み又は読み出しなどを行う処理な
ど、複数の演算処理を行い、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ウォッチ
ドッグタイマ（ＷＤＴ）、シリアルコントローラ（ＳＩ
Ｏ）、パラレルコントローラ（ＰＩＯ）、カウンタ（Ｃ
ＴＣ）などを内蔵したワンチップマイコンで構成された
ＣＰＵ２１、前記内視鏡関連データを１本の信号線４９
で送受信を行うためのシリアルインタフェース手段を構
成するセレクタ（ＳＥＬ）２２、ＣＰＵ２１及び不揮発
性メモリ２０の誤動作を防ぐため、電源電圧の変動、低
下を検出してリセット信号を出力する電源電圧検出器２
３、スコープスイッチ２４及びコネクタ２５などが設け
てある。
【００２０】又、上記内視鏡２のコネクタ２５はケーブ
ル２６を介して画像処理装置３Ａのコネクタ２７と接続
される。この画像処理装置３Ａには、内視鏡２内のＣＣ
Ｄ１７に電圧を供給するためのＣＣＤ駆動電源１８、前
記ＣＣＤ１７により光電変換された映像信号の画像処理
を行う映像信号処理回路２８、複数の演算処理を行うＣ
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ＰＵ２９、このＣＰＵ２９を動作させるプログラム及び
前記内視鏡２からシリアルデータで送信された内視鏡関
連データを記憶保持する書き換え可能なＥＥＰＲＯＭ又
はフラッシュＲＯＭなどで構成されたＲＯＭ３０、演算
用メモリ又は前記シリアルデータで送信された内視鏡関
連データを一時的に記憶保持するメモリとしてのＲＡＭ
３１、内視鏡２に内視鏡関連データをシリアルインター
フェースで通信するために、シリアルデータに変換して
送受信を行うシリアルコントローラ（ＳＩＯ）３２、パ
ラレル通信コントローラ（ＰＩＯ）３３、ＣＰＵ２９の
暴走を防止するためのウォッチドッグタイマ（ＷＤＴ）
３４、カウンタタイマ（ＣＴＣ）３５、映像信号処理回
路２８により映像処理された内視鏡画像、及び患者デー
タ、日時、コメント、その他内視鏡関連データなどの表
示を制御する表示コントローラ３６、表示コントローラ
用メモリである表示メモリ４０、映像信号処理回路２８
からの内視鏡画像と、表示コントローラ３６から出力さ
れる患者データ、日時、コメント、その他内視鏡関連デ
ータなどの表示データを切り替える又は合成する為の映
像信号切替回路３７、映像信号切替回路３７の切替え制
御を行う制御信号生成回路３８、現在の日時を計数する
リアルタイムクロック（ＲＴＣ）３９、前記画像処理装
置３Ａの操作を行うための操作パネル４１、ＬＥＤ４
２、ブザー４３、光源装置１３の調光を行う図示しない
調光制御部を有し、シリアルコントローラ３２には内視
鏡関連データなどを入力するキーボード４４と接続され
ている。また、操作パネル４１、ＬＥＤ４２、ブザー４
３はパラレルコントローラ３３と接続されている。
【００２１】前記映像信号切替回路３７からの出力はモ
ニタ４ａにより表示され、画像記録装置５ａ、ファイリ
ング装置６ａによって、内視鏡画像の記録、読み出し、
管理が行われる。また、ＣＰＵ２９は、シリアルコント
ローラ３２またはパラレルコントローラ３３を経由し
て、モニタ４ａ、画像記録装置５ａ、ファイリング装置
６ａを制御すると共に、内視鏡関連データの読み出し、
書き込み、又は管理などの処理を行う。
【００２２】なお、ＳＩＯ３２で行われる、キーボード
４４・画像処理装置５ａ・ファイリング装置６ａとのシ
リアルインタフェースは、ＰＳ／２・ＵＳＢ・ＩＥＥＥ
１３９４・Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）なども含まれ
るとする。
【００２３】一方、図１の画像処理装置３Ｂの構成は、
例えば図２に示す前記画像処理装置３Ａ内の構成のう
ち、内視鏡２とシリアルインターフェースで通信を行う
部分を除いたものであり、また、洗浄装置３Ｃの構成
は、例えば前記画像処理装置３Ａ内の構成のうち、映像
信号処理回路２８など映像関連部分を除き、図示しない
内視鏡洗浄部を追加したものである。
【００２４】またファイリング装置３Ｄは、例えば前記
画像処理装置３Ａ内の構成のうち、映像信号処理回路２
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８など映像関連部分を除いたものである。図３は、図２
のセレクタ２２の構成の一例を示したブロック図であ
る。このセレクタ２２は、抵抗４６を介して電源端Ｖｃ
ｃに接続される事によりプルアップされたオープンコレ
クタ又はオープンドレイン４７と、バッファ４８を有
し、ＣＰＵ２１から送信される送信信号（Ｔｘｄ）はオ
ープンコレクタ又はオープンドレイン４７を経て、１つ
の信号線４９によってコネクタ２５から画像処理装置３
Ａ側に送られる。
【００２５】なお、ＣＰＵ２１は、ＣＣＣＰＵ２１内の
ＳＩＯを制御する事により、Ｒｘｄの受信処理を禁止し
てから送信を行う。これにより、ＣＰＵ２１から送信さ
れた送信信号がＣＰＵ２１のＲｘｄに受信されないよう
にする。一方、コネクタ２５から前記信号線４９によっ
てバッファ４８を経てＣＰＵ２１が受信する受信信号
（Ｒｘｄ）が画像処理装置３Ａ側から送られる。
【００２６】つまり、このセレクタ２２により１本の信
号線４９で送受信できるように変換して内視鏡２のＣＰ
Ｕ２１と画像処理装置３Ａとは双方向の信号の送受信を
行う通信手段を形成している。なお、内視鏡２側のコネ
クタ２５と画像処理装置３Ａ側のコネクタ２７との間で
は信号線４９はケーブル２６における１本の信号線２６
ｂと接続される。また、コネクタ２７内では信号線２６
ｂは図２のセレクタ７４と接続される１本の信号線と接
続される。
【００２７】図３４は、図２のセレクタ７４の構成の一
例を示したブロック図である。このセレクタ７４は、抵
抗７５を介して、接続装置３Ａの（図示しない）電源端
Ｖｃｃに接続されることにより、プルアップされたオー
プンコレクタ又はオープンドレイン７６と、バッファ７
７、８０、８１、電気的に絶縁するためのフォトカプ
ラ、トランスなどを示す絶縁部７８、７９を有する。内
視鏡２側から送られた信号がコネクタ２７、バッファ７
７、絶縁部７９、バッファ８１を経由してＳＩＯ３２に
送られ、ＣＰＵ２９で受信信号として処理される。ま
た、ＳＩＯ３２から送信された信号は、バッファ８０、
絶縁部７８、オープンコレクタ又はオープンドレイン７
６、コネクタ２７を経由して内視鏡２側で受信される。
【００２８】なお、ＳＩＯ３２から送信信号の送信時に
は、ＣＰＵ２９はＳＩＯ３２を制御する事により、受信
処理を禁止してから送信を行う。これにより、ＣＰＵ２
９から送信された送信信号がＳＩＯ３２→８０→７８→
７６を経て７７→７９→８１からＳＩＯ３２に入力され
た際、受信されないようにする。
【００２９】このセレクタ７４により、セレクタ２２と
同様に、１本の信号線で送受信できるように変換して、
双方向の信号の送受信を行う通信手段を形成すると共
に、電気的な絶縁を行っている。
【００３０】このように内視鏡２には、該内視鏡２と通
信する通信機能を有する（画像処理装置３Ａ等の）周辺
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装置（周辺装置において、内視鏡２に接続された周辺装
置を接続装置とも言う）との通信手段として、１本の通
信線で双方向のデータ送受を行うシリアルインタフェー
ス手段を形成するセレクタ２２を設けることにより、内
視鏡２と接続装置とを接続するケーブル２６の本数を削
減して、より可撓性を持つようにでき、従って操作の際
により邪魔になりにくくできるようにすると共に、内視
鏡２側のコネクタ２５のコネクタピンの数も少ない小型
のものを用いることができ、ユーザにとって扱い易いも
のとなる（使い勝手が良い）。
【００３１】また、接続装置側のコネクタ２７において
もそのコネクタピンの数が少ない小型のものを用いるこ
とができる。また、通信手段をこのようにシリアルでデ
ータ送受を行う構成とすることにより、低コストで実現
することもできる。
【００３２】また、内視鏡２は、撮像する固体撮像素子
としてのＣＣＤ１７を有し、内視鏡２内の図１の記憶部
７（を構成する図２の不揮発性メモリ２０）及び図１の
通信部８（を構成する図２のセレクタ２２及びＣＰＵ２
１など）に供給される電源部としてのレギュレータ１９
は、ＣＣＤ１７に供給する電源部と共用していることも
特徴となっている。
【００３３】従って、内視鏡２内の記憶部７及び通信部
（通信機能）８に供給される電源部を、固体撮像素子と
してのＣＣＤ１７に供給する電源部と共用する事によ
り、内視鏡２及び接続装置の接続部の小型化につながる
ため、ユーザにとって扱いやすい。もっとも、内視鏡２
と、接続装置との通信は、図２、３の構成に示すように
１つの信号線４９で行う他、送信信号及び受信信号用に
信号線を２本用意してもよい。
【００３４】図４（Ａ）は内視鏡２と接続装置３Ａ、３
Ｃ、３Ｄと通信を行う際の、通信データのフォーマット
を示し、図４（Ｂ）は各データの種類の内容を示す。内
視鏡２と接続装置３Ａ、３Ｃ、３Ｄとの通信は、１つの
信号線４９で行われるため、非同期式で行われる。
【００３５】この場合、図４（Ａ）に示すようにブロッ
ク５１のデータ毎に送信され、１つのブロック５１は、
複数のデータＳＴＸ５２、ＬＥＮ５３、ＤＡＴＡ５４、
＼ＬＥＮ５５、＼ＤＡＴＡ５６、ＣＳ５７、ＥＴＸ５８
で構成され、各データは、８ビット単位で構成され、送
受信時には、前記８ビットにスタートビット、ストップ
ビット及びパリティビットを追加して送信する。各デー
タの内容は図４（Ｂ）に示す通りである。
【００３６】＼ＬＥＮ５５及び＼ＤＡＴＡ５６は、デー
タ長を示すＬＥＮ５３及びＤＡＴＡ５４を反転したもの
を示し、ＬＥＮ及び＼ＬＥＮ、並びにＤＡＴＡ及び＼Ｄ
ＡＴＡをそれぞれ比較する事により、ブロック５１内の
データが正しく送受信されたかをチェックするためのデ
ータである。
【００３７】ＣＳ５７は、例えばＳＴＸ５２～＼ＤＡＴ
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Ａ５６までのチェックサムを示し、データが正しく送受
信されたかをチェックするものである。
（ＬＥＮ５３、＼ＬＥＮ５５、ＤＡＴＡ５４、＼ＤＡＴ
Ａ５６、ＣＳ５７、及び各データのパリティビットを全
部含めて、以下チェックデータという。）ＤＡＴＡ５４
は、ＡＳＣＩＩ又はＪＩＳコードであってもよい。又
は、外部から容易に解読できないように、オリジナルな
コードを使用してもよく、その場合には、不揮発性メモ
リ２０、ＣＰＵ２１内のＲＯＭ、ＲＯＭ３０、又はＲＡ
Ｍ３１にＡＳＣＩＩ又はＪＩＳコードで記憶された内視
鏡関連データを、ＣＰＵ２１内のＲＯＭ又はＲＯＭ３０
内にあるコード変換テーブルにより、送信時にはオリジ
ナルのコードに変換するコード変換を行ってから送信処
理を行い、受信時には受信したオリジナルコードのデー
タを、ＡＳＣＩＩ又はＪＩＳコードに再変換する再変換
処理後に受信したデータの処理を行ってもよい。また、
通信時に行うコード変換及びコード再変換は、図４
（Ａ）に示したデータの内、ＳＴＸ及びＥＴＸを除いた
全てのデータであってもよい。
【００３８】図５、６は、接続装置が内視鏡２内の不揮
発性メモリ２０へ内視鏡関連データを書込む際に行う書
込み処理、又は内視鏡関連データをクリアするクリア処
理において、それぞれ接続装置側及び内視鏡側の動作を
示すフローチャート図である。
【００３９】最初に接続装置は、図５のステップＳ１に
示すように書込みコマンドの再送信回数Ｘ、Ｙ、Ｚを
ｎ、ｍ、ｋに設定する。Ｘは内視鏡２から送信され、接
続装置が受信する応答コマンドが正常に受信できなかっ
た場合の、再送信回数を示し、Ｙは、接続装置が書込み
コマンドを送信してから、一定時間（例えば３０秒）経
過しても、応答コマンドが受信されなかった場合の再送
信回数を示し、Ｚは正常応答コマンドが受信されなかっ
た場合の再送信回数を示す。
【００４０】次に、接続装置は図４のブロック５１を構
成するＤＡＴＡ５４には書込み指示データと実際に書き
込む内視鏡関連データを含んでいる書込みコマンド、又
はＤＡＴＡ５４にクリア指示データを含むクリアコマン
ドを、内視鏡２へ送信し（Ｓ２）、内視鏡２側からの応
答コマンドの受信待ち（Ｓ３）となる。
【００４１】書込コマンド（クリアコマンド）の送信は
具体的には、接続装置内のＣＰＵ２９によりＳＩＯ３
２、セレクタ７４、コネクタ２７、ケーブル２６を経て
内視鏡２のコネクタ２５、セレクタ２２を経由してＣＰ
Ｕ２１で受信される。
【００４２】内視鏡２側では、図６に示すように接続装
置からコマンドが送信されてくるまで受信待ちを行い
（Ｓ２１）、前記書込みコマンド又はクリアコマンドを
受信した後、コマンド内のチェックデータにより、デー
タが正常に受信されたか否かの確認を行い（Ｓ２２）、
正常に受信したと確認した場合にはステップＳ２３のＤ
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ＡＴＡ５４内の内視鏡関連データを不揮発性メモリ２０
に書き込むメモリ書込み処理、又は不揮発性メモリ２０
内のデータをクリアするメモリクリア処理を行う。（詳
細は、図８で後述する。）
メモリ書込み処理又はメモリクリア処理の後、次のステ
ップＳ２４でこのメモリ書込み処理又はメモリクリア処
理を正常に終了したか否かを確認し、正常に終了した場
合には（図８のＳ３６）正常応答コマンドを接続装置側
に送信し（Ｓ２５）、ステップＳ２１に戻り、次のコマ
ンドの受信待ちを行う。
【００４３】ステップＳ２４のメモリ書込み処理又はメ
モリクリア処理が正常に終了しなかった場合（図８のＳ
３３）には接続装置に異常応答コマンドを送信し（Ｓ２
６）、またステップＳ２２の書込みコマンドが正常に受
信できなかった場合は接続装置に異常応答コマンドを送
信し（Ｓ２７）、それぞれステップＳ２１に戻り、次の
コマンドの受信待ちを行う）。
【００４４】なお、Ｓ２６とＳ２７の異常応答コマンド
は、まったく同じコマンドであってもよく、又は内視鏡
２側の異常の原因を検出できるように、異常の種類を含
めた別々のコマンドであってもよい。なお、各応答コマ
ンドは、ＣＰＵ２１から送信され、セレクタ２２、コネ
クタ２５、ケーブル２６、コネクタ２７、セレクタ７
４、ＳＩＯ３２を経由して、ＣＰＵ２９に入力されるこ
とにより接続装置に受信される。
【００４５】接続装置は、図５のステップＳ２の書込み
コマンド又はクリアコマンドを送信してから、ステップ
Ｓ３の応答コマンドの受信待ちとなり、その場合一定時
間経過しても応答コマンドが受信できないか否かの判断
を行い（Ｓ４）、これに該当する場合には再送信回数Ｙ
を－１と（つまり、Ｙ－１と）し（Ｓ５）、この再送信
回数Ｙが０であるか判断し（Ｓ６）、再送信回数Ｙが０
でないとステップＳ２に戻り、再び書込みコマンド又は
クリアコマンドを送信し、再送信回数Ｙ＝０になった時
は、ｍ回の再送信が行われたと判断して、処理を中止
し、異常終了する（Ｓ７）。
【００４６】一方、接続装置はステップＳ２の書込みコ
マンド又はクリアコマンドを送信してから、ステップＳ
３の応答コマンドの受信待ちで内視鏡２から応答コマン
ドを受信した場合にはステップＳ８に移り、正常に応答
コマンドを受信したか否かの確認を行う。
【００４７】つまり、受信したコマンド内のチェックデ
ータにより、正常にコマンドを受信したかを確認し、正
常に応答コマンドを受信できなかった時は、再送信回数
Ｘを－１にし（つまり、Ｘ－１とし）（Ｓ９）、この再
送信回数Ｘが０であるか判断し（Ｓ１０）、再送信回数
Ｘが０でないとステップＳ２に戻り、再び書込みコマン
ド又はクリアコマンドを送信し、再送信回数Ｘ＝０にな
った時は、ｎ回送信が行われたと判断し、処理を中止し
て、異常終了とする（Ｓ１１）。
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【００４８】ステップＳ８で、正常にコマンドを受信し
た場合には、ステップＳ１２の正常応答コマンドか否か
の判断を行い、正常応答コマンドである場合には、正常
終了し、この書込み処理又はクリア処理を終了する（Ｓ
１３）。
【００４９】一方、正常応答コマンドでない場合（異常
応答コマンドの場合）は、再送信回数Ｚを－１にし（つ
まりＺ－１とし）（Ｓ１４）、この再送信回数Ｚが０で
あるか判断し（Ｓ１５）、再送信回数Ｚが０でないとス
テップＳ２に戻り、再び書込みコマンド又はクリアコマ
ンドを送信し、Ｚ＝０になった時は、ｋ回送信が行われ
たと判断し、処理を中止して、異常終了とする（Ｓ１
６）。
【００５０】なお、再送信回数Ｘ、Ｙ、Ｚの設定（Ｓ
１）は、図５のフローチャートに示すように、各書込み
処理又はクリア処理毎に行う他、予め接続装置のＲＯＭ
３０、ＲＡＭ３１に格納しておき、再設定が不要になる
ようにしてもよい。
【００５１】続いて、図６のステップＳ２３のメモリ書
込み処理又はメモリクリア処理について説明する。
【００５２】内視鏡２内の不揮発性メモリ２０に格納さ
れる複数の内視鏡関連データの各々のデータは、図７
（Ａ）に示すようにデータ部６０及びこのデータ部６０
のバックアップデータ部６１から構成される。又、デー
タ部６０及びバックアップデータ部６１はそれぞれ書込
みフラグ領域６２、６５、データ領域６３、６６、チェ
ックサム領域６４、６７から構成される。各領域は図７
（Ｂ）に示す意味を持つ。
【００５３】なお、バックアップデータ部６１は、不揮
発性メモリ２０に格納される全ての内視鏡関連データに
ついて用意する他、特に重要と思われるデータ（例えば
スコープ種別、スコープ先端部構成、洗滌チューブ・ア
ダプタデータ、ＣＣＤ種別データ、ＣＣＤの光学フィル
タ、スコープチャンネル情報、スコープＳＷ、ＩＤデー
タ、カウントデータ、リプロセス回路データ、前回検査
時刻、スコープ機種名、ボディナンバー、ＣＣＤ種別、
管路情報など）にのみ、用意してもよい。
【００５４】図８は、内視鏡２内において、図６のステ
ップＳ２３のメモリ書込み処理又はメモリクリア処理の
動作を示すフローチャートである。まず最初に、図８の
ステップＳ３１において、図７のデータ部６０について
書込み処理又はクリア処理を行い、その後に正常に終了
したか否かを判断する（ステップＳ３２）。
【００５５】データ部の書込み処理は、図９に示すよう
に、以下の手順により行う。図９のステップＳ４１に示
すように、データ書込みフラグ領域６２のフラグデータ
をクリア（例えば００ｈに）する。
【００５６】次にステップＳ４２のデータ領域６３に受
信した書込みコマンドに含まれる内視鏡関連データを書
込む（書込み処理時）。又は内視鏡２内のＣＰＵ２１の

12
ＲＯＭであらかじめ設定されたプリセット値であるクリ
アデータを書込む（クリア処理時）。次にステップＳ４
２におけるデータに対し、そのチェックサム（データ）
をデータチェックサム領域６４に書き込む。
【００５７】次にステップＳ４２の書込み処理によりデ
ータ領域６３に書込んだデータを読み出す（Ｓ４４）。
また、ステップＳ４３によってデータチェックサム領域
６４に書込んだチェックサムを読み出す（Ｓ４５）。
【００５８】次のステップＳ４６で、ステップＳ４４に
よるデータから求めたチェックサム（データ）とステッ
プＳ４５のチェックサム（データ）が一致するか否かを
確認する。そして、両チェックサムが一致した場合は、
データが正しく書込まれたと判断し、ステップＳ４７で
データ書込みフラグ領域６２のフラグデータをセット
（例えば０１ｈに）し、正常終了する（Ｓ４８）。
【００５９】一方、ステップＳ４６で両チェックサムが
一致しなかった場合は、データが正しく書込まれなかっ
たと判断し、ステップ４９のリトライするか否かの判断
を求め、１回も再書き込み処理が行われていない場合
は、ステップＳ４２に戻り１回だけデータの再書込み処
理を行う。そして、このデータの再書込み処理によりス
テップＳ４６で両チェックサムが一致しなかった場合
は、異常終了する（Ｓ５０）。
【００６０】図８に示すステップＳ３２の判断に対し、
データ部６０の書込み処理又はクリア処理が正常に終了
しない場合（Ｓ５０）には異常終了し（ステップＳ３
３）、一方正常に終了した場合（Ｓ４８）は、ステップ
Ｓ３４のバックアップデータ部６１の書込み処理又はク
リア処理を行い、その後にステップＳ３５の正常に終了
したか否かを確認する。バックアップデータ部６１の書
込み処理は、図１０に示すように、以下の手順により行
う。
【００６１】図１０のステップＳ５１に示すように、バ
ックアップデータ書込みフラグ領域６５のフラグデータ
をクリア（例えば００ｈに）する。次にステップＳ５２
のバックアップデータ領域６６に受信した書込みコマン
ドに含まれる内視鏡関連データを書込む（書込み処理
時）。又は内視鏡２内であらかじめ設定されたプリセッ
ト値であるクリアデータを書込む（クリア処理時）。次
にステップＳ５２のデータに対し、そのチェックサムを
バックアップデータチェックサム領域６７に書き込む。
【００６２】次にステップＳ５２の書込み処理によりバ
ックアップデータ領域６６に書込んだデータを読み出す
（Ｓ５４）。また、ステップＳ５３によってバックアッ
プデータチェックサム領域６７に書込んだチェックサム
を読み出す（Ｓ５５）。
【００６３】次のステップＳ５６で、ステップＳ５４に
よるデータから求めたチェックサムとステップＳ５５の
チェックサムが一致するか確認する。そして、両チェッ
クサムが一致した場合は、データが正しく書込まれたと
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判断し、ステップＳ５７でバックアップデータ書込みフ
ラグ領域６５のフラグデータをセット（例えば０１ｈ
に）し、正常終了する（Ｓ５８）。
【００６４】一方、ステップＳ５６で両チェックサムが
一致しなかった場合は、データが正しく書込まれなかっ
たと判断し、ステップ５９のリトライするか否かの判断
を求め、１回も再書き込み処理が行われていない場合
は、ステップＳ５２に戻り例えば１回だけデータの再書
込み処理を行う。そして、このデータの再書込み処理に
よりステップＳ５６で両チェックサムが一致しなかった
場合は、異常終了する（Ｓ６０）。
【００６５】このようにして図８のステップＳ３４のバ
ックアップデータ部６１の書込み処理又はクリア処理が
行われ、その後のステップＳ３５の正常に終了したか否
かの判断に対し、メモリ書込み処理又はメモリクリア処
理が正常に行われたと判断した場合（Ｓ５８）には、正
常終了（Ｓ３６）し、正常に終了しなかった場合（Ｓ６
０）には異常終了する（Ｓ３３）。
【００６６】なお、データ領域６３又はバックアップデ
ータ領域６６にデータを書込み中は、フラグ領域６２、
６５は、クリアされている事となり、この状態の時に、
停電や、内視鏡２を接続装置から取り外すなどをして、
内視鏡２内への電源が切断された場合には、フラグ領域
内６２、６５のデータは、クリアのままとなる。
【００６７】また、チェックサム領域６４、６７に書か
れたチェックサムは図９、１０に示すように、データ領
域６３、６６内のデータが正しいか確認するために使用
される。
【００６８】なお、チェックサム６４、６７にあるチェ
ックサムを図６のＳ２５の正常応答コマンドに付加して
送信し、接続装置では、図５のＳ１２で受信した応答コ
マンドに付加されているチェックサムとＳ２で送信する
書込みコマンドに含まれる内視鏡関連データから作成す
るチェックサムを比較する事により、内視鏡関連データ
が内視鏡２内のメモリ２０に正しく書き込まれたかをチ
ェックするようにしてもよい。
【００６９】図１１、１２は、接続装置が内視鏡２内の
不揮発性メモリ２０へ内視鏡関連データを読み出す際に
行う読み出し処理において、それぞれ接続装置側及び内
視鏡側の動作を示すフローチャート図である。
【００７０】最初に接続装置は、図１１のステップＳ６
１に示すように読出しコマンドの再送信回数Ｘ、Ｙ、Ｚ
をｎ、ｍ、ｋに設定する。Ｘは内視鏡２から送信され、
接続装置が受信する応答コマンドが正常に受信できなか
った場合の再送信回数を示し、Ｙは、接続装置が読出し
コマンドを送信してから、一定時間（例えば３０秒）経
過しても、応答コマンドが受信されなかった場合の再送
信回数を示し、Ｚは正常応答コマンドが受信されなかっ
た場合の再送信回数を示す。
【００７１】次に、図４のブロック５１を構成するＤＡ
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ＴＡ５４には読出し指示データを含んでいる読出しコマ
ンドを、内視鏡２へ送信し（Ｓ６２）、その後応答コマ
ンド受信待ちとなる（Ｓ６３）。具体的には、接続装置
内のＣＰＵ２９によりＳＩＯ３２、コネクタ２７、ケー
ブル２６を経て内視鏡２のコネクタ２５に送信され、さ
らにセレクタ２２を経由して内視鏡２内のＣＰＵ２１で
読出しコマンドが受信される。
【００７２】内視鏡２側では、図１２に示すように接続
装置からコマンドが送信されてくるまで受信待ちを行い
（Ｓ８１）、前記読出しコマンドを受信後に、次のステ
ップＳ８２でコマンド内のチェックデータにより、デー
タが正常に受信されたか否かの確認を行い、データが正
常に受信された場合には、ＤＡＴＡ５４内の読出し指示
データにより、ステップＳ８３のメモリ読出し処理を行
う。その詳細は、図１３で後述する。
【００７３】ステップＳ８３のメモリ読出し処理の後
に、ステップＳ８４のメモリ読出し処理が正常に終了し
たか否かの確認を行い、正常に終了した場合（図１３の
Ｓ９３）には、読み出した内視鏡関連データを含む正常
応答コマンドを接続装置側に送信し（Ｓ８５）、ステッ
プＳ８１に戻り、次のコマンドの受信待ちとなる。
【００７４】メモリ読出し処理が正常に行われなかった
場合（図１３のＳ９６）にはステップＳ８６で接続装置
に異常応答コマンドを送信した後、ステップＳ８１に戻
り、次のコマンドの受信待ちとなる。また、ステップＳ
８２で正常に読出しコマンドを受信できなかった場合に
も、ステップＳ８７で、接続装置に異常応答コマンドを
送信した後、ステップＳ８１に戻り、次のコマンドの受
信待ちとなる。
【００７５】なお、Ｓ８６とＳ８７の異常応答コマンド
は、全く同じコマンドであってもよく、又は接続装置側
が、異常の原因を検出できるよう異常の種類を含めた別
々のコマンドであってもよい。なお、各応答コマンド
は、ＣＰＵ２１から送信され、セレクタ２２、コネクタ
２５、ケーブル２６を経て接続装置のコネクタ２７に送
信され、さらにＳＩＯ３２を経由して、ＣＰＵ２９に入
力されることにより接続装置で受信される。
【００７６】図１１に戻り、接続装置は、ステップＳ６
３の応答コマンド受信の判断を行い、応答コマンド受信
が無い場合には、ステップＳ６４に示す一定時間経過す
るまで応答コマンド受信待ちする。そして、応答コマン
ド受信が一定時間経過後も無い場合には、再送信回数Ｙ
を－１とし（Ｓ６５）、さらに再送信回数Ｙが０か否か
の判断を行い、再送信回数Ｙが０になるまでステップＳ
６２に戻り、再び読出しコマンドを送信する。そして、
再送信回数Ｙが０になった時は、ｍ回送信が行われたと
判断し、異常終了（Ｓ６７）する。
【００７７】一方、ステップＳ６３の応答コマンド受信
の判断において、応答コマンドを受信した場合には、ス
テップＳ６８に示すように正常にコマンド受信がされた
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か否かの判断を行う。
【００７８】そして、正常にコマンドを受信しないと判
断した場合には、再送信回数Ｘを－１にし（Ｓ６９）、
さらに再送信回数Ｘが０か否かの判断を行い（Ｓ７
０）、再送信回数Ｘが０になるまでステップＳ６２に戻
り、再び読出しコマンドを送信する。そして、再送信回
数Ｘが０になった時は、ｎ回送信が行われたと判断し、
異常終了（Ｓ７１）する。
【００７９】一方、ステップＳ６８の判断において、正
常にコマンド受信がされた場合には、ステップＳ７２に
移り、正常応答コマンドか否かコマンド内のチェックデ
ータにより判断し、正常な応答コマンドであると判断し
た場合は正常終了（Ｓ７３）し、読出し処理を終了す
る。
【００８０】一方、応答コマンドが正常でない場合に
は、再送信回数Ｚを－１にし（Ｓ７４）、さらに再送信
回数Ｚが０か否かの判断を行い（Ｓ７５）、再送信回数
Ｚが０になるまでステップＳ６２に戻り、再び読出しコ
マンドを送信する。そして、再送信回数Ｚが０になった
時は、ｋ回送信が行われたと判断し、異常終了（Ｓ７
６）する。なお、再送信回数Ｘ、Ｙ、Ｚの設定（Ｓ６
１）は、図１１のフローチャートに示すように、各読み
出し処理毎に行う他、あらかじめＲＯＭ３０、ＲＡＭ３
１に格納しておき、再設定が不要になるようにしてもよ
い。
【００８１】図１３は、内視鏡２内において、図１２の
メモリ読出し処理（Ｓ８３）の動作を示すフローチャー
トである。まず最初に、図１３のステップＳ９１におい
て、図７（Ａ）のデータ部６０に対して読出し処理を行
い、その後ステップＳ９２の正常に読出しが終了したか
否かの判断を行う。
【００８２】データ部６０の読出し処理は、図１４に示
すように、以下の手順により行う。最初のステップＳ１
０１で、データ書込みフラグ領域６２のフラグデータを
読み出す。次のステップＳ１０２でフラグデータがセッ
トされているか否かの判断を行い、セットされていない
場合にはデータ領域６３にデータが正しく書込まれなか
ったと判断し、異常終了（Ｓ１０３）する。
【００８３】一方、フラグがセットされている場合は、
データ領域６３のデータが正しく書込まれたものと判断
して、ステップＳ１０４に移り、データ領域６３から内
視鏡関連データを読み出す。次にステップＳ１０５のデ
ータチェックサム領域６４からチェックサムを読み出し
す。
【００８４】そして、次のステップＳ１０５で、ステッ
プＳ１０４により読出したデータから求めたチェックサ
ムとステップＳ１０５のチェックサムが一致するか否か
の判断を行う（Ｓ１０６）。
【００８５】ステップＳ１０６の判断で、両チェックサ
ムが一致した場合は、ステップＳ１０４で読み出した内
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視鏡関連データが正しいと判断し、この処理で読み出し
た内視鏡関連データをメモリ読出しデータとし、正常終
了（Ｓ１０７）し、両チェックサムが一致一致しなかっ
た場合は、ステップＳ１０４で読出したデータが正しく
ないものと判断し、異常終了する（Ｓ１０３）。
【００８６】図１３に戻り、データ部６０の読出し処理
が正常に終了したか否かの判断において、正常に行われ
た場合（Ｓ１０７）には正常終了する（Ｓ９３）。一
方、正常に終了しなかった場合（Ｓ１０３）は、ステッ
プＳ９４のバックアップデータ部６１に対して、読出し
処理を行い、その後正常に読出しが終了したか否かの判
断を行う（Ｓ９５）。
【００８７】バックアップデータ部６１の読出し処理
は、図１５に示すように、以下の手順により行う。最初
のステップＳ１１１で、バックアップデータ書込みフラ
グ領域６５のフラグデータを読出す。
【００８８】そして、次のステップＳ１１２で読出した
フラグデータがセットされているか否かの判断を行い、
フラグデータがセットされていなければ、バックアップ
データ領域６６のデータが正しく書込まれてないものと
判断し、異常終了する（Ｓ１１３）。
【００８９】一方、フラグデータがセットされている場
合には、バックアップデータが正しく書き込まれたもの
と判断し、ステップＳ１１４のバックアップデータ領域
６６から内視鏡関連データのバックアップデータを読み
出す。次のステップＳ１１５で、ステップＳ１１４のデ
ータのチェックサムをバックアップデータチェックサム
領域６７から読み出す。
【００９０】そして、次のステップＳ１１６で、ステッ
プ１１４によるデータから求めたチェックサムとステッ
プＳ１１５によるチェックサムが一致するか否かを確認
する。ステップＳ１１６で一致した場合は、データが正
しく書き込まれたと判断し、ステップＳ１１４による内
視鏡関連データをメモリ読出しデータとして、正常読出
しとして終了する（Ｓ１１７）。ステップＳ１１６で一
致しなかった場合は、データが正しく書込まれなかった
と判断し、ステップＳ１１３に移り、異常終了する。
【００９１】図１３に戻り、バックアップデータ部６１
の読み出し処理が正常に終了したか否かの判断におい
て、正常に行われた場合（Ｓ１１７）には正常終了する
（Ｓ９３）。一方正常に終了しなかった場合は（Ｓ１１
３）、異常終了する。
【００９２】なお、フラグ領域６２、６５のフラグデー
タを確認する事により、データ領域６３、６６のデータ
が正しく書込まれたか否かを確認する事ができる。具体
的には、書込み中に、停電して内視鏡２を接続装置から
取り外したために起こる内視鏡２内への電源の切断など
により起こる書込み中断時には、フラグ領域６２、６５
のデータは、クリアのままとなる。また、チェックサム
領域６４、６７に書かれたチェックサムにより、データ
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領域６３、６６内のデータが正しいか否かを確認する事
ができる。
【００９３】図１６、１７は、接続装置が内視鏡２内の
不揮発性メモリ２０へ内視鏡関連データを書き込む前に
行う書込み許可処理、及び書込み許可後の書込み処理に
おいて、それぞれ接続装置側及び内視鏡側の動作を示す
フローチャート図である。
【００９４】書込み許可処理は、不揮発性メモリ２０に
書き込む内視鏡関連データのうち、特に重要と思われる
一部又はすべてについて、容易に書き換えが行えないよ
うに、書込み処理を行う前に書込み許可を行うための処
理である。図１６に示すように最初のステップＳ１２１
で接続装置は、書込み許可コマンドの再送信回数Ｘ、
Ｙ、Ｚをｎ、ｍ、ｋに設定する。
【００９５】再送信回数Ｘは内視鏡２から送信され、接
続装置が受信する応答コマンドが正常に受信できなかっ
た場合の再送信回数を示し、再送信回数Ｙは接続装置が
書き込み許可コマンドを送信してから、一定時間（例え
ば３０秒）経過しても、応答コマンドが受信されなかっ
た場合の再送信回数を示し、再送信回数Ｚは正常応答コ
マンドが受信されなかった場合の再送信回数を示す。
【００９６】次のステップＳ１２２で、図４のブロック
５１を構成するＤＡＴＡ５４には書込み許可指示データ
を含んでいる書込み許可コマンドを、内視鏡２へ送信
し、その後のステップＳ１２３で内視鏡２側からの応答
コマンド受信待ちをする。
【００９７】具体的には、接続装置内のＣＰＵ２９によ
りＳＩＯ３２、コネクタ２７、ケーブル２６を経て内視
鏡２のコネクタ２５に書込み許可コマンドを送信し、さ
らにセレクタ２２を経由してＣＰＵ２１で受信される。
【００９８】内視鏡２側では、図１７に示すようにステ
ップＳ１４１で接続装置からコマンドが送信されてくる
まで受信待ちを行い、この書込み許可コマンドを受信後
は、次のステップＳ１４２でコマンド内のチェックデー
タにより、書込み許可コマンドが正常に受信されたか否
か確認し、正常に受信された場合にはステップＳ１４３
のＤＡＴＡ５４内の書込み許可指示データによりメモり
書込み許可処理を行う。
【００９９】メモリ書込み許可処理では、この書込み許
可処理の後に内視鏡２側が最初に受信したコマンドが書
込みコマンドの場合のみ、その書込み処理を行うよう
に、ＣＰＵ２１を設定するものである。
【０１００】続くステップＳ１４４でメモリ書込み許可
処理が正常に行われたか否かの確認を行い、正常に行わ
れた場合には次のステップＳ１４５で正常応答コマンド
を接続装置側に送信し、その後ステップＳ１４１に戻
り、次のコマンドの受信待ちとなる。
【０１０１】ステップＳ１４４のメモリ書込み許可処理
が正常に行われなかった場合には、接続装置に異常応答
コマンドを送信し（Ｓ１４６）、その後ステップＳ１４
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１に戻り、次のコマンドの受信待ちとなる。また、ステ
ップＳ１４２で正常に書込み許可コマンドを受信できな
かった場合にも、接続装置に異常応答コマンドを送信し
（Ｓ１４７）、その後ステップＳ１４１に戻り、次のコ
マンドの受信待ちとなる。
【０１０２】なお、Ｓ１４６とＳ１４７の異常応答コマ
ンドは、全く同じコマンドであってもよく、又は接続装
置側が、異常の原因を検出できるよう異常の種類を含め
た別々のコマンドであってもよい。なお、各応答コマン
ドは、ＣＰＵ２１から送信され、セレクタ２２、コネク
タ２５、ケーブル２６、コネクタ２７、ＳＩＯ３２を経
由して、ＣＰＵ２９に入力されることにより接続装置で
受信される。
【０１０３】接続装置は、図１６のステップＳ１２２の
書込みコマンド送信後、次のステップＳ１２３で内視鏡
２側からの応答コマンド受信の判断を行い、応答コマン
ド受信が無い場合には、ステップＳ１２４に示す一定時
間経過するまで応答コマンド受信待ちする。そして、応
答コマンド受信が一定時間経過後も無い場合には、再送
信回数Ｙを－１とし（Ｓ１２５）、さらにステップＳ１
２６で再送信回数Ｙが０か否かの判断を行い、再送信回
数Ｙが０になるまでステップＳ１２２に戻り、再び書込
み許可コマンドを送信する。そして、再送信回数Ｙが０
になった時は、ｍ回送信が行われたと判断し、異常終了
（Ｓ１２７）する。
【０１０４】一方、応答コマンド受信を受信した場合に
は、ステップＳ１２８でコマンド内のチェックデータに
より、正常にコマンドを受信したか否かを確認を行う。
【０１０５】そして、正常に応答コマンドを受信しなか
った場合には、ステップＳ１２９で再送信回数Ｘを－１
とし、さらにステップＳ１３０で再送信回数Ｘが０か否
かの判断を行い、再送信回数Ｘが０になるまでステップ
Ｓ１２２に戻り、再び書込み許可コマンドを送信する。
そして、再送信回数Ｘが０になった時は、ｎ回送信が行
われたと判断し、異常終了（Ｓ１３１）する。
【０１０６】これに対し、ステップＳ１２８で正常にコ
マンドを受信したと判断した場合には、ステップＳ１３
２に移り、正常応答コマンドか否かの判断を行い、正常
な応答コマンドである場合には正常終了し、この書込み
許可処理を終了する（Ｓ１３３）。
【０１０７】一方、正常な応答コマンドと判断した場合
は、再送信回数Ｚを－１とし（Ｓ１３４）、さらにステ
ップＳ１３５で再送信回数Ｚが０か否かの判断を行い、
再送信回数Ｚが０になるまでステップＳ１２２に戻り、
再び書込み許可コマンドを送信する。そして、再送信回
数Ｚが０になった時は、ｋ回送信が行われたと判断し、
処理を中止し、異常終了する（Ｓ１３６）。
【０１０８】なお、再送信回数Ｘ、Ｙ、Ｚの設定（Ｓ１
２１）は、図１６のフローチャートに示すように、各書
込み許可処理毎に行う他、あらかじめＲＯＭ３０、ＲＡ
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Ｍ３１に格納しておき、再設定が不要になるようにして
もよい。
【０１０９】図１８は、本書込み許可処理後に、接続装
置から送信され、内視鏡２側で受信したコマンドに対す
る、内視鏡２側の処理に関するフローチャートである。
内視鏡２側では、図１８に示すようにステップＳ１５１
で接続装置からコマンドが送信されてくるまで受信待ち
を行い、コマンドを受信した場合は、次のステップＳ１
５２でコマンド内のチェックデータにより、正常にコマ
ンドデータを受信したか否かを確認する。
【０１１０】正常にコマンドを受信した場合には次のス
テップＳ１５３で書き込み（クリア）コマンドであるか
否かの確認を行い、これに該当する場合は、ＤＡＴＡ５
４内の書込み（クリア）指示データにより、書込み又は
クリア処理を行う（Ｓ１５４）（詳細は図８と同じ）。
【０１１１】次のステップＳ１５５でメモリ書込み（メ
モリクリア）処理が正常に終了したか否かの確認を行
い、正常に終了した場合は次のステップＳ１５６で正常
応答コマンドを接続装置側に送信した後、ステップＳ１
５１に戻り、次のコマンドの受信待ちを行う。
【０１１２】Ｓ１５５でメモリ書込み（メモリクリア）
処理が正常に終了しなかった場合には、異常応答コマン
ドを送信し（Ｓ１５７）、ステップＳ１５１に戻り、次
のコマンドの信号待ちを行う。なお、Ｓ１５７とＳ１５
８の異常応答コマンドは、全く同じコマンドであっても
よく、又は接続装置側が、異常の原因を検出できるよう
異常の種類を含めた別々のコマンドであってもよい。
【０１１３】一方、ステップＳ１５３で、コマンドが書
込み（クリア）コマンドでない場合には、異常応答コマ
ンドを送信し（Ｓ１５８）、ステップＳ１５１に戻り、
次のコマンドの受信待ちを行う。
【０１１４】また、ステップＳ１５２で正常にコマンド
を受信できなかた場合にも、接続装置に異常応答コマン
ドを送信し（Ｓ１５８）、ステップＳ１５１に戻り、次
のコマンドの受信待ちとなる。このように、図１８に示
すように、接続装置が書込み許可処理を行った次の処理
が書き込み（クリア）処理である時のみ書込み処理が実
行される。
【０１１５】図１９、２０は、接続装置（図１の画像処
理装置３Ａ）が内視鏡２内の不揮発性メモリ２０にある
内視鏡関連データの内、カウントデータについてカウン
ト処理を行わせる場合の、それぞれ接続装置側及び内視
鏡側の動作を示すフローチャート図である。
【０１１６】内視鏡２と通信処理を有する画像処理装置
３Ａ（図１参照）と接続した時、接続装置内のＣＣＤ駆
動電源１８により、内視鏡２に電源供給を行った後、画
像処理装置３Ａのみが行う、本カウント処理を１回行う
事により、画像処理装置３Ａと接続した時の通電回数を
カウントする。
【０１１７】最初に画像処理装置３Ａは、図１９に示す
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ようにステップＳ１６１で読み出しコマンドの再送信回
数Ｘ、Ｙ、Ｚをｎ、ｍ、ｋに設定する。Ｘは内視鏡２か
ら送信され、接続装置が受信する応答コマンドが正常に
受信できなかった場合の、再送信回数を示し、Ｙは、接
続装置が読み出しコマンドを送信してから、一定時間
（例えば３０秒）経過しても、応答コマンドが受信され
かった場合の再送信回数を示し、Ｚは正常応答コマンド
が受信されなかった場合の再送信回数を示す。
【０１１８】次に、図４のブロック５１を構成するＤＡ
ＴＡ５４によりカウント指示データを含んでいる、カウ
ントコマンドを内視鏡２へ送信する（Ｓ１６２）。具体
的には、接続装置内のＣＰＵ２９によりＳＩＯ３２、コ
ネクタ２７、ケーブル２６を経て内視鏡２のコネクタ２
５、セレクタ２２を経由してＣＰＵ２１で送信されたコ
マンドが受信される。
【０１１９】内視鏡２側では、図２０に示すように接続
装置からコマンドが送信されてくるまで受信待ちを行い
（Ｓ１８１）、コマンドを受信後にコマンド内のチェッ
クデータにより、カウントコマンドを正常に受信したか
否かを確認し（Ｓ１８２）、正常に受信した場合にはＤ
ＡＴＡ５４内のカウント指示データによりメモりカウン
ト処理を行う（Ｓ１８３）。
【０１２０】メモリカウント処理は、不揮発性メモリ２
０内のカウントデータを読み出し、カウントデータを＋
１にして書き込む処理であり、その詳細は図２１で後述
する。
【０１２１】このメモリカウント処理の後、次のステッ
プＳ１８４でメモリカウント処理が正常に終了したか否
かの確認を行い、正常に終了した場合は（図２１のＳ１
９８）読み出したデータを含む正常応答コマンドを接続
装置側に送信し（Ｓ１８５）、ステップＳ１８１に戻
り、次のコマンドの受信待ちとなる。
【０１２２】メモリカウント処理が正常に終了しなかっ
た場合には（図２１のＳ２０２）接続装置に異常応答コ
マンドを送信し（Ｓ１８６）、ステップＳ１８１に戻
り、次のコマンドの受信待ちとなる。
【０１２３】なお、Ｓ１８６とＳ１８７の異常応答コマ
ンドは、全く同じコマンドであってもよく、又は接続装
置側が、異常の原因を検出できるよう異常の種類を含め
た別々のコマンドであってもよい。なお、各応答コマン
ドは、ＣＰＵ２１から送信され、セレクタ２２、コネク
タ２５、ケーブル２６を経て接続装置のコネクタ２７か
らＳＩＯ３２を経由して、ＣＰＵ２９に入力されること
により接続装置に受信される。
【０１２４】接続装置は、図１９のステップＳ１６２の
カウントコマンド送信後に、次のステップＳ１６３で内
視鏡２側からの応答コマンドの受信待ちとなり、応答コ
マンド受信が無い場合には、ステップＳ１６４に示す一
定時間経過するまで応答コマンド受信待ちする。そし
て、応答コマンド受信が一定時間経過後も無い場合に
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は、再送信回数Ｙを－１とし（Ｓ１６５）、さらにステ
ップＳ１６６で再送信回数Ｙが０か否かの判断を行い、
再送信回数Ｙが０になるまでステップＳ１６２に戻り、
再び書込み許可コマンドを送信する。そして、再送信回
数Ｙが０になった時は、ｍ回送信が行われたと判断し、
異常終了（Ｓ１６７）する。
【０１２５】一方、応答コマンド受信を受信した場合に
は、ステップＳ１６８でコマンド内のチェックデータに
より、正常にコマンドを受信したか否かを確認を行う。
そして、正常に応答コマンドを受信しなかった場合に
は、ステップＳ１６９で再送信回数Ｘを－１とし、さら
にステップＳ１７０で再送信回数Ｘが０か否かの判断を
行い、再送信回数Ｘが０になるまでステップＳ１６２に
戻り、再びカウントコマンドを送信する。そして、再送
信回数Ｘが０になった時は、ｎ回送信が行われたと判断
し、異常終了（Ｓ１７１）する。
【０１２６】これに対し、ステップＳ１６８で正常にコ
マンドを受信したと判断した場合には、ステップＳ１７
２に移り、正常応答コマンドか否かの判断を行い、正常
な応答コマンドである場合には正常終了し、この書込み
処理を終了する（Ｓ１７３）。
【０１２７】一方、正常な応答コマンドと判断した場合
は、再送信回数Ｚを－１とし（Ｓ１７４）、さらにステ
ップＳ１７５で再送信回数Ｚが０か否かの判断を行い、
再送信回数Ｚが０になるまでステップＳ１６２に戻り、
再びカウントコマンドを送信する。そして、再送信回数
Ｚが０になった時は、ｋ回送信が行われたと判断し、処
理を中止し、異常終了する（Ｓ１７６）。なお、再送信
回数Ｘ、Ｙ、Ｚの設定（Ｓ１６１）は、図１９のフロー
チャートに示すように、各カウント処理毎に行う他、あ
らかじめＲＯＭ３０、ＲＡＭ３１に格納しておき、再設
定が不要になるようにしてもよい。
【０１２８】図２１は、内視鏡２内において、図２０の
メモリカウント処理（Ｓ１８３）の動作を示すフローチ
ャートである。メモリカウント処理は、以下の手順によ
り行う。ステップＳ１９１に示すカウントデータ部につ
いて図１２のステップＳ８３、或いは図１４のメモリ読
出し処理を行う（Ｓ１９１）。
【０１２９】次のステップＳ１９２で、ステップＳ１９
１の読出し処理が正常に終了したか否かの確認を行い、
正常に読出し処理が終了した場合は次のステップＳ１９
３でデータ領域から読み出したカウントデータのデータ
を＋１し、この＋１にしたカウントデータに対して、カ
ウントデータ部に図９のメモリ書込み処理を行う（Ｓ１
９４）。
【０１３０】そして、次のステップＳ１９５で、ステッ
プＳ１９４の書込み処理が正常に終了したか否かの確認
を行い、正常に書込み処理が終了した場合は次のステッ
プＳ１９６で、カウントデータバックアップデータ部に
対して、Ｓ１９３で＋１したカウントデータのメモリ書
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込み処理を行う（Ｓ１９６）。次のステップＳ１９７
で、Ｓ１９６の書込み処理が正常に終了したか否かの確
認を行い、正常に書込み処理が終了した場合は、正常終
了し（Ｓ１９８）、正常に終了しなかった場合は、異常
終了する（Ｓ２０２）。一方、ステップＳ１９２で、ス
テップＳ１９１の読み出し処理が正常に終了しなかった
場合はカウントデータのバックアップデータ部につい
て、メモリ読み出し処理を行う（Ｓ１９９）。
【０１３１】次のステップＳ２００で、ステップＳ１９
９の読み出し処理が正常に終了したか否かの確認を行
い、正常に読み出し処理が終了した場合は、次のステッ
プＳ２０１でカウントデータのバックアップデータを＋
１し、この＋１にしたバックアップのカウントデータに
対して、前述したカウントデータ部及びカウントデータ
バックアップデータ部のメモリ書込み処理を行う（Ｓ１
９５～Ｓ１９７）。なお、ステップＳ２００で、読み出
し処理が正常に終了しなかった場合は、異常終了する
（Ｓ２０２）。
【０１３２】図２２は、接続装置の内、画像処理装置３
Ｂと接続した時に内視鏡２内でカウント処理を自動的に
処理を行う場合の内視鏡２内の動作を示す。接続装置と
接続した時は、装置内のＣＣＤ駆動電源１８により、内
視鏡２に電源が供給される。内視鏡２と通信する通信機
能を有する周辺装置３Ａ，３Ｃ，３Ｄと接続時は、内視
鏡２に電源が供給されてから、ある一定時間内に、装置
３Ａ、３Ｃ、３Ｄが、何らかのコマンド（前述した読み
出しコマンド、書込みコマンド、書込み許可コマンド、
カウントコマンドを含め、接続機器から送信される全て
のコマンド）を送信する。
【０１３３】前述した一定時間は、内視鏡２内のＣＰＵ
２１内のＲＯＭにあらかじめ格納されており、その一定
時間内に内視鏡２が接続装置から何らかのコマンドを受
信した場合は、装置３Ａ、３Ｃ又は３Ｄと接続したと判
断し、内視鏡２内で自動的には、カウント処理は行わな
い。
【０１３４】画像処理装置３Ｂと接続した時は、この装
置は内視鏡２との通信機能を有さないため、内視鏡２に
コマンドを送信しない。内視鏡２は、電源ＯＮ後、前述
した一定時間後に何らかのコマンドを受信しなかった場
合は、画像処理装置３Ｂと接続したと判断し、カウント
処理を行うことにより、画像処理装置３Ｂと接続した時
の通電回数をカウントする。具体的には、以下の動作を
行う。
【０１３５】接続装置の電源をＯＮした後、ＣＣＤ駆動
電源１８から供給された電源により、レギュレータ１９
により電圧レベルの変換を行った後、電源電圧検出器２
３、ＣＰＵ２１、不揮発性メモリ２０、セレクタ２２に
電源を供給する。
【０１３６】ＣＰＵ２１は内部のＲＯＭに格納されたプ
ログラムにより動作を開始し、ＣＰＵ２１内のタイマを
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スタートさせると共に、図２２に示すように接続装置か
ら送信されるコマンドの受信待ちを行う（Ｓ２１１）。
【０１３７】電源がＯＮされてから一定時間内に何らか
のコマンドを初めて受信した場合は、ステップＳ２１２
の受信したコマンドに対する処理を行い、内視鏡２の内
部で自動的にはカウント処理は行わないでステップＳ２
１１に戻り、再びコマンドの受信待ちとなる。
【０１３８】一方、何らかのコマンドも受信しなかった
場合は、ステップＳ２１３で（電源ＯＮから）受信しな
い状態が一定時間経過したか否かを判断し、一定時間以
内であればコマンドの受信待ちとなり、一定時間経過後
は、内視鏡２と通信機能を有しない画像処理装置３Ｂと
接続したと判断し、内視鏡２の内部で図１５のメモリカ
ウント処理を自動的に行う（Ｓ２１４）。
【０１３９】図１９、２０、２１、２２のカウント処理
により、検査又は診察時に使用される画像処理装置３
Ａ、３Ｂと内視鏡２が接続した場合のみの通電回数をカ
ウントする事が出来、これより検査又は診察時の使用回
数を得る事ができる。
【０１４０】一方、内視鏡２が図１の洗滌装置３Ｃと接
続した場合には、洗滌装置３Ｃが内視鏡２の洗滌（リプ
ロセス）を行った後、内視鏡関連データの内、リプロセ
ス回数データについて（リプロセス回数の）カウント処
理を行う事により、洗滌装置３Ｃのリプロセス回数を知
る事ができてもよい。動作は、図１９、２０のフローチ
ャートにおいて、接続装置（洗滌装置３Ｃ）がＳ１６２
でカウントコマンドの代わりにリプロセス回数カウント
指示データを含んでいる、リプロセス回数カウントコマ
ンドを内視鏡２へ送信し、Ｓ１８２～Ｓ１８６でリプロ
セス回数のカウント処理を行う事によって行われる。
【０１４１】図２３は、内視鏡２内の不揮発性メモリ２
０に格納される内視鏡関連データの内、洗浄関連情報
（リプロセス完了時刻、洗浄指示内容データ、オートリ
ークテスト結果、リプロセス実行者名、ノズルつまりチ
ェック）を自動的にクリアする処理の動作を示す。接続
装置の電源をＯＮした後、ＣＣＤ駆動電源１８から供給
された電源により、レギュレータ１９により電圧レベル
の変換を行った後、電源電圧検出器２３、ＣＰＵ２１、
不揮発性メモリ２０、セレクタ２２に電源を供給する。
【０１４２】ＣＰＵ２１は内部のＲＯＭに格納されたプ
ログラムにより動作を開始し、ＣＰＵ２１内のタイマを
スタートさせ、電源がＯＮされてから一定時間経過した
か否かを判断する（Ｓ２２１）。
【０１４３】電源がＯＮされてから一定時間経過してい
ない場合には、一定時間経過待ちの動作を継続し、一定
時間経過した場合は、内視鏡２が検査、診察などに使用
されたと判断し、洗浄関連情報に対して、図８のメモリ
クリア処理を行う（Ｓ２２２）。これにより、最新でな
い（古い）洗浄関連情報を用いる事による誤動作を防ぐ
事ができる。
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【０１４４】次に、複数の内視鏡関連データの内、個々
のデータについての具体的な処理方法について説明す
る。不揮発性メモリ２０又はＣＰＵ２１内のＲＯＭに書
き込まれる内視鏡関連データの種類及びその内容を図２
４に示す。
【０１４５】なお、各々の内視鏡関連データの処理にお
いて、書込み又はクリアは図５、図６に示す書込み処理
又はクリア処理を行い、読出しは図１１、図１２に示す
読出し処理を行い、書込み許可は図１６、図１７の書込
み許可処理を行い、カウント又はリプロセスカウントは
図１９、図２０のカウント処理を行う。
【０１４６】図２５は、内視鏡２内の不揮発性メモリ２
０に格納される内視鏡関連データの内、初検査日、施設
名又は保証期限を読み出した時の接続装置の処理を示
す。接続装置は、内視鏡２及び接続装置側にある（図示
しない）接続検知手段により、内視鏡２と接続したか否
かの判断を行い（Ｓ２３１）、接続を検知した場合に
は、まず最初にＩＤデータの読出しを行う（Ｓ２３
２）。
【０１４７】そして、次のステップＳ２３３でこのＩＤ
データの読出しが正常に終了したか否かを確認し、正常
に読出し処理が行えた場合は、初検査日、施設名又は保
証期限の読出しを行う（Ｓ２３４）。
【０１４８】そして、次のステップＳ２３５でこの読出
しが正常に終了したか否かを確認し、正常に行えた場合
は、次のステップＳ２３６で内視鏡２内に初検査日、施
設名又は保証期限が格納されているか否かの判断を行
う。
【０１４９】この判断は初検査日又は施設名がクリアデ
ータ（例えばＡｌｌ“００”ｈ）、又は工場出荷時など
に設定した初期値であるかを確認することにより行う。
そして、クリアデータ又は初期値である場合は、内視鏡
２内に初検査日、施設名又は保証期限が格納されてない
と判断し、クリアデータ又は初期値でない場合は、内視
鏡２内に初検査日、施設名又は保証期限が格納されてい
ると判断する。
【０１５０】そして、初検査日、施設名又は保証期限が
格納されていると判断した場合には、接続装置内のＲＴ
Ｃ３９より得られる接続装置の現在の使用日時が、初検
査日から保証期間（たとえば１年）を越えているか否か
若しくは保証期限を越えているか否かを確認し（Ｓ２３
７）、保証期間を経過している場合には、点検時期であ
る事を警告する。又は、接続装置内のＲＴＣ３９より得
られる、接続装置の現在の使用日時が保証期限を経過し
ている場合も、同様に点検時期である事を警告する（Ｓ
２３８）。
【０１５１】警告する方法としては、モニタ４ａ、４
ｂ、４ｄの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点灯、
点滅、ブザー４３による警告などで行われる。モニタ４
ａ、４ｂ、４ｄへの表示は、図２６に示すように、点検
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時期である事を示す表示７０を一定時間行ってもよい。
この警告の処理の後、終了する（Ｓ２４２）。
【０１５２】一方、ステップＳ２３６で、初検査日、施
設名、又は保証期限が格納されていない場合には、初検
査日、施設名、又は保証期限の書込みを自動的に行う
（Ｓ２３９）。初検査日はＣＰＵ２９、ＣＴＣ３５、Ｒ
ＴＣ３９により作成した、接続装置の使用している現在
の日付でもよく、又、初検査日、施設名、又は保証期限
はキーボード４４により、ユーザがあらかじめ入力し、
ＲＡＭ３１又はＲＯＭ３０に格納したものでもよい。
【０１５３】そして、この書込み処理が正常に終了した
か否かの確認を行い（Ｓ２４０）、正常に行えた場合
は、本処理を終了する（Ｓ２４２）。一方、書込み処理
が正常に終了しなかった場合には、処理が正常に行われ
なかった事を警告し（Ｓ２４１））処理を強制終了す
る。
【０１５４】また、ステップＳ２３３、或いはＳ２３５
の読出しが正常に行われなかった場合にも、ステップＳ
２４１で処理が正常に行われなかった事を警告し、処理
を強制終了する。警告する方法は、モニタ４ａ、４ｂ、
４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点灯、点
滅・ブザー４３による警告などが行われる。
【０１５５】図２５の処理は、接続する複数の接続装置
のうち、一部の装置のみが行ってもよい。その時は、前
記一部の装置のみが本処理機能を有するようにしてもよ
く、どの装置が接続したかを検出する手段を別に設ける
ようにしてもよい。
【０１５６】なお、本処理は、接続装置の電源ＯＮ時、
又は接続装置に対して内視鏡２を交換して接続した時
に、自動的に行ってもよく、又はキーボード４４又は操
作パネル４１にあるスイッチを押す事により行うように
してもよい。また、初検査日、施設名、保証期限の書込
みは、本処理に示すように自動的に行う他、図３１で示
すユーザ関連データの書込み処理によって、行ってもよ
い。本処理より、
（ａ）接続装置はＩＤデータに対応づけて初検査日、施
設名、又は保証期限をＣＰＵ２９、ＲＡＭ３１、ＲＯＭ
３０で記録、管理することにより個々の内視鏡２につい
て初検査日、施設名、又は保証期限を記録・管理でき
る。
【０１５７】（ｂ）内視鏡２内の不揮発性メモリ２０に
初検査日、施設名、又は保証期限が格納されていない時
は、自動的に格納する事ができる。
（ｃ）初検査日又は保証期限から保証期間内かを確認す
る事により、内視鏡２の点検時期についてユーザに知ら
れる事ができる。
なお、本処理においては、ＩＤデータの読み出しを行わ
ずに初検査、施設名、保証期限について処理を行っても
よい。
【０１５８】図２７は内視鏡２内の不揮発性メモリ２０
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に格納される内視鏡関連データの一部又は全部をモニタ
４ａ、４ｂ、４ｄに表示し、又は画像記録装置５ａ、５
ｂ、ファイリング装置６ａ、６ｂ、６ｃに記録する処理
を示す。
【０１５９】接続装置は、内視鏡及び接続装置側にある
（図示しない）接続検知手段により内視鏡２と接続した
か否かの判断を継続して行い（Ｓ２５１）、接続を検知
した場合には内視鏡２内の不揮発性メモリ２０に格納さ
れている内視鏡関連データの読出しを行う（Ｓ２５
２）。
【０１６０】読出しは、個々のデータの種類ごとに読出
してもよく、全データを一括して読出してもよい。なお
内視鏡関連データには、ＩＤデータが含まれるように設
定してもよい。
【０１６１】そして、正常に読出しが終了したか否かの
確認を行い（Ｓ２５３）、正常に読出しが終了した場合
には、モニタ４ａ、４ｂ、４ｄへの表示又は画像記録装
置５ａ、５ｂ、ファイリング装置６ａ、６ｂ、６ｃへの
記録を行い（Ｓ２５４）、この処理を終了する（Ｓ２５
６）。モニタ４ａ、４ｂ、４ｄへの表示は、図２８に示
すように、内視鏡関連データ表示７１を一定時間行った
後、自動的に消去してもよく、キーボード４４又は操作
パネル４１にある消去スイッチを押す事により消去する
ようにしてもよい。
【０１６２】一方、画像記録装置５ａ、５ｂ、ファイリ
ング装置６ａ、６ｂ、６ｃに記録する場合には、接続装
置内のＣＰＵ２９がＳＩＯ３２を経由して画像記録装置
５ａ、５ｂ、ファイリング装置６ａ、６ｂ、６ｃに内視
鏡関連データを送信する事により行ってもよく、映像信
号切替え回路３７から出力される内視鏡画像に内視鏡関
連データを表示し、その内視鏡画像を記録するようにし
てもよい。
【０１６３】一方、ステップＳ２５３で正常に読出しが
終了しなかった場合は、ステップＳ２５５で処理が正常
に行われなかった事を警告し、処理を強制終了する（Ｓ
２５６）。なお、警告する方法は、モニタ４ａ、４ｂ、
４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点灯、点
滅、ブザー４３による警告などで行われる。
【０１６４】なお、本処理は、接続装置の電源ＯＮ時、
又は接続装置に対して内視鏡２を交換して接続した時
に、自動的に行ってもよく、又はキーボード４４又は操
作パネル４１にあるスイッチを押す事により行うように
してもよい。また、本処理の内、データ読み出し（Ｓ２
５２）では、毎回図１１、１２の読み出し処理を行う方
法の他、同じ内視鏡２を接続している場合は、内視鏡関
連データを接続装置内のＲＯＭ３０又はＲＡＭ３１に格
納しておき、２回目以降のデータ読み出し時には、ＲＯ
Ｍ３０又はＲＡＭ３１から読み出すようにしてもよい。
【０１６５】本処理より、
（ａ）接続装置はＩＤデータに対応づけて内視鏡関連デ
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ータの一部又は全てをＣＰＵ２９、ＲＡＭ３１、ＲＯＭ
３０で記録、管理することにより個々の内視鏡２につい
て内視鏡関連データの一部又はすべてを記録・管理でき
る。
（ｂ）内視鏡関連データについて表示を行う事により、
ユーザに情報提供を行う事ができる。
（ｃ）画像記録装置又はファイリング装置に内視鏡関連
データの一部又は全てをＩＤデータに対応づけて記録、
管理する事により内視鏡２毎の初検査日、施設名の記録
・管理が行える。
【０１６６】図２９、３０に内視鏡２内の不揮発性メモ
リ２０に格納される内視鏡関連データのうち、洗浄関連
情報（リプロセス完了時刻、洗浄指示内容データ、オー
トリークテスト結果、リプロセス実行者名、ノズルつま
りチェック）に関する接続装置の処理を示す。図２９は
接続装置が内視鏡２と通信機能を有する画像処理装置３
Ａもしくは内視鏡２と通信機能を有するファイリング装
置３Ｄである場合の処理を示す。
【０１６７】内視鏡及び接続装置側にある（図示しな
い）接続検知手段により、内視鏡２と接続したか否かの
判断を行い（Ｓ２６１）、接続を検知した場合には最初
にＩＤデータの読出しを行う（Ｓ２６２）。
【０１６８】そして、正常に読出し処理が終了したか否
かの確認を行い（Ｓ２６３）、正常に終了した場合には
洗浄関連情報の読出しを行う（Ｓ２６４）。この読出し
は、データの種類ごとに読み出してもよく、全データを
一括して読み出してもよい。
【０１６９】そして、正常に読出し処理が終了したか否
かの確認を行い（Ｓ２６５）、正常に終了した場合には
前記洗浄関連情報のクリアを行う（Ｓ２６６）。その
後、正常にクリア処理が終了したか否かの確認を行い
（Ｓ２６７）、正常に終了した場合には前記洗浄関連情
報をモニタ４ａ、４ｂ、４ｄ又はＬＥＤ４２で表示して
（Ｓ２６８）この処理を終了する（Ｓ２７０）。
【０１７０】一方、ステップＳ２６３或いはＳ２６５で
正常に読出し処理、又はステップＳ２６７で正常にクリ
ア処理が終了しなかった場合は、ステップＳ２６９で処
理が正常に行われなかった事を警告し、処理を強制終了
する（Ｓ２７０）。警告する方法は、モニタ４ａ、４
ｂ、４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点
灯、点滅、ブザー４３による警告などが行われる。
【０１７１】なお、洗滌関連情報読み出しを正常に行っ
た後に、洗滌関連情報をクリアせずに、表示処理を行っ
てもよい。また、本処理は、接続装置の電源ＯＮ時、又
は接続装置に対して内視鏡２を交換して接続した時に、
自動的に行ってもよく、又はキーボード４４又は操作パ
ネル４１にあるスイッチを押す事により行うようにして
もよい。
【０１７２】図３０は接続装置が内視鏡２と通信機能を
有する洗浄装置３Ｃである場合の処理を示す。内視鏡及
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び接続装置側にある（図示しない）接続検知手段によ
り、内視鏡２と接続したか否かの判断を行い（Ｓ２７
１）、接続を検知した場合は最初にＩＤデータの読み出
し処理を行う（Ｓ２７２）。
【０１７３】その後、正常に読出し処理が終了したか否
かの確認を行い（Ｓ２７３）、正常に終了した場合には
洗浄関連情報の読出しを行う（Ｓ２７４）。この読出し
は、データの種類ごとに読出してもよく、全データを一
括して読出してもよい。
【０１７４】その後、正常に読出し処理が終了したか否
かの確認を行い（Ｓ２７５）、正常に終了した場合には
前記洗浄関連情報をモニタ４ａ、４ｂ、４ｄ又はＬＥＤ
４２に表示し（Ｓ２７６）、さらに前記洗浄関連情報の
クリアを行う（Ｓ２７７）。前記洗浄関連情報のクリア
の処理の後、正常にクリア処理が終了したか否かの確認
を行い（Ｓ２７８）、正常に終了した場合には内視鏡２
を洗浄するための洗浄修理を行い（Ｓ２７９）、さらに
行った洗浄処理に関する洗浄関連情報の書込みを行う
（Ｓ２８０）。その後、書込み処理が正常に終了したか
否かの確認を行い（Ｓ２８１）、正常に終了した場合に
は本処理を終了する（Ｓ２８３）。
【０１７５】一方、ステップＳ２７３或いはＳ２７５の
読出し、ステップＳ２７８のクリア処理、或いはステッ
プＳ２８１の書込みが正常に終了しなかった場合は、ス
テップＳ２８１でその処理が正常に行われなかった事を
警告し、処理を強制終了する。警告する方法は、モニタ
４ａ、４ｂ、４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４
２の点灯・点滅、ブザー４３による警告などが行われ
る。
【０１７６】又、図３０の処理において、ＩＤデータの
読み出し処理（Ｓ２７２）、洗浄関連情報の表示（Ｓ２
７６）、又は洗浄関連情報（リプロセス完了時刻、洗浄
指示内容データ、オートリークテスト結果、リプロセス
実行者名）の読出し処理（Ｓ２７４）又は洗滌関連情報
クリア処理（Ｓ２７７）は省略してもよい。
【０１７７】又は、図２９、３０の処理において、ＩＤ
データの読出しは省略してもよい。なお、本処理とは別
に、内視鏡２側では、図２３の洗浄関連情報クリア処理
を行っても良く、その場合は、図２９、３０の洗浄関連
情報の読出しは、内視鏡２に電源供給してから、内視鏡
２側で設定した一定時間内に行う必要がある。
【０１７８】本処理により、
（ａ）洗浄関連情報を表示する事により、内視鏡２の洗
浄関連情報を確認できる。
（ｂ）ＩＤデータに対応づけて洗浄関連情報をＣＰＵ２
９、ＲＡＭ３１、ＲＯＭ３０で記録、管理することによ
り個々の内視鏡２について洗浄関連情報を記録・管理で
きる。
【０１７９】（ｃ）洗浄装置３Ｃと接続時には、洗浄後
に洗浄関連情報を書き込む事により、最新の洗浄関連情
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報を格納できる。
（ｄ）洗浄関連情報を読出し後、洗浄関連情報をクリア
する事により、最新でない洗浄関連情報をクリアできる
ため、最新でない洗浄関連情報による誤動作を防ぐ事が
できる。
【０１８０】図３１に内視鏡２内の不揮発性メモリ２０
に格納される内視鏡関連データのうち、例えば、サービ
ス契約有無、ユーザコメント、メーカコメント、サービ
スコメント、備品ナンバ、初検査日、施設名、保証期
限、修理記録、点検記録等のユーザの関連データの書込
みについての接続装置の処理を示す。接続装置は、内視
鏡２及び接続装置側にある（図示しない）接続検知手段
により、内視鏡２と接続したか否かの判断を行い（Ｓ２
９１）、接続を検知した場合にはユーザ関連データの読
出しを行う（Ｓ２９２）。
【０１８１】その後、正常に読出し処理が終了したか否
かの確認を行い（Ｓ２９３）、正常に終了した場合はユ
ーザ関連データの表示の処理を行う（Ｓ２９４）。この
表示処理で、キーボード４４又は操作パネル４１にある
セットアップキー又は専用表示キーなどの表示スイッチ
を押す事によりモニタにユーザ関連データを表示する。
表示例を図３２に示す。例えばサービス契約有無、ユー
ザコメント、メーカコメント、サービスコメント、備品
ナンバ、初検査日、保証期限、施設名、修理記録、点検
記録等、書込みを行うデータの他、スコープの種別、Ｉ
Ｄデータ、前回検査時刻、リプロセス完了時刻、カウン
トデータ、リプロセス回数データ、バージョンデータな
どの、その他の内視鏡関連データを表示可能とする（そ
の他の内視鏡関連データは、図２７の内視鏡関連データ
の読み出し、表示処理により行っている。）。
【０１８２】この表示の後、ユーザー関連データ書込み
を行う（Ｓ２９６）。キーボード４４又は操作パネル４
１にあるカーソル移動キーを押す事により、図３２内の
カーソル７２を、書込みを行うユーザ関連データに移動
し、キーボード４４又は操作パネル４１にある文字入力
キーにより、文字の入力を行う。入力した文字は、カー
ソル７２の位置に表示され、表示データが変更される。
その後、キー４４内又は操作パネル４１内のリターンキ
ー又は、専用書込みキーなどを押す事により、入力した
データについて図５、図６の書込み処理を行う。そし
て、書込み処理が正常に終了した場合は、この処理を終
了する（Ｓ２９９）。
【０１８３】なお、図３２の表示は、キーボード４４又
は操作パネル４１にあるセットアップキー、専用表示キ
ーなどの表示スイッチを再び押す事により、又は専用の
消去キーなどのスイッチを押す事により、表示の消去を
行う。
【０１８４】一方、ステップＳ２９３、Ｓ２９７の読出
し又は書込みにおいて、正常に終了しなかった場合はス
テップＳ２９８で、処理が正常に行われなかった事を警
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告し、処理を強制終了する。
【０１８５】この警告する方法は、モニタ４ａ、４ｂ、
４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点灯・点
滅、ブザー４３による警告などが行われる。本処理は、
接続する複数の接続装置のうち、一部の装置のみが行っ
てもよい。その時には、一部の接続装置のみが本処理を
行う機能を有するようにしてもよく、また、接続する装
置を判別するための検出手段を内視鏡２側又は接続装置
側に設けるようにしてもよい。
【０１８６】なお、本処理は、接続装置の電源ＯＮ時、
又は接続装置に対して内視鏡２を交換して接続した時
に、自動的に行ってもよく、又はキーボード４４又は操
作パネル４１にあるスイッチ（前述したセットアップキ
ーでもよい）を押す事により行うようにしてもよい。
【０１８７】また、本処理の内、データ読み出し（Ｓ２
９２）では、毎回図１１、１２の読み出し処理を行う方
法の他、同じ内視鏡２を接続している場合は、内視鏡関
連データを接続装置内のＲＯＭ３０、ＲＡＭ３１に格納
しておき、２回目以降のデータ読み出し時には、ＲＯＭ
３０、ＲＡＭ３１から読み出すようにしてもよい。
【０１８８】本処理より、
（ａ）ユーザは、個々の内視鏡２について、ユーザ関連
データを記録、読出す事ができるため、ユーザ関連情報
について内視鏡２毎に記憶、読出す事ができる。図３３
に内視鏡２内の不揮発性メモリ２０に格納されるデータ
のうち、特に重要であるデータについて、書込み処理を
行う前に書込み許可を行う際の接続装置の処理を示す。
【０１８９】不揮発性メモリ２０に格納される内視鏡関
連データのうち、特に重要であるデータ（例えばスコー
プ種別、スコープ先端部構成、洗浄チューブ、アダプタ
データ、ＣＣＤ種別データ、ＣＣＤの光学フィルタ、ス
コープチャンネル情報、スコープＳＷ、バージョンデー
タ、ＩＤデータなど）は、接続装置の誤動作などによる
書込み処理により、容易にデータの書き換えが行われる
と、そのデータを用いた処理についても誤動作となる。
【０１９０】この誤動作を防ぐために、前記重要である
データについては、データ書込み許可を行った次の処理
が書込みである場合のみ書込みが可能になるように処理
を行う。
【０１９１】具体的には、以下の処理を行う。接続装置
は、内視鏡２及び接続装置側にある（図示しない）接続
検知手段により、内視鏡２と接続したか否かの判断を行
い（Ｓ３０１）、接続を検知した場合に書込み許可の処
理を行う（Ｓ３０２）。
【０１９２】その後、書込み許可の処理が正常に終了し
たか否かの判断を行い（Ｓ３０３）、正常に終了した場
合にはデータの書込みを行う（Ｓ３０４）。また、この
後に、データの書込み処理が正常に終了したか否かの確
認を行い（Ｓ３０５）、正常に終了した場合にはこの処
理を終了する（Ｓ３０７）。
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【０１９３】一方、ステップＳ３０３の書込み許可及び
ステップＳ３０５の書込みが正常に終了しなかった場合
は、ステップＳ３０６で処理が正常に行われなかった事
を警告し、処理を強制終了する。警告する方法は、モニ
タ４ａ、４ｂ、４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ
４２の点灯・点滅、ブザー４３による警告などが行われ
る。
【０１９４】本処理は、一部の接続装置（例えば、内視
鏡２と通信処理を有するファイリング装置３Ｄのみ）が
行うようにし、例えば工場出荷時または、点検・修理時
のみ書換え可能にするように処理を行ってもよい。その
際には、前記一部の接続装置のみが本処理を行う機能を
有するようにしてもよく、また、接続装置を判別するた
めの検出する手段を設けるようにしてもよい。
【０１９５】図３５に内視鏡２内の不揮発性メモリ２０
に格納されるデータの内、カウントデータについて内視
鏡２と通信機能を有する画像処理装置３Ａと接続した場
合の装置の処理を示す（装置３Ｃ，３Ｄは、本カウント
処理を有さない）。この接続装置３Ａは、内視鏡及び接
続装置側にある（図示しない）接続検知手段により、内
視鏡２と接続したか否かを判断し（Ｓ３２１）、接続を
検知した場合には最初にＩＤデータ又はスコープ種別の
読出し処理を行う（Ｓ３２２）。
【０１９６】その後、読み出し処理が正常に終了したか
否かの確認を行い（Ｓ３２３）、正常に終了した場合に
はカウントデータの読出し処理を行う（Ｓ３２４）。
【０１９７】この場合にも続いて正常に、カウントデー
タの読出しが終了したか否かの確認を行い（Ｓ３２
５）、正常に終了した場合にはカウント処理を行い、カ
ウントデータを＋１する（Ｓ３２６）。
【０１９８】そして、そのカウント処理が正常に終了し
たか否かの確認を行い（Ｓ３２７）、正常に終了した場
合には、続いてステップＳ３２８のカウントデータが一
定値以上か否かを確認し、一定値以上の場合には、点検
時期である事を警告して（Ｓ３２９）、本処理を終了し
（Ｓ３３１）、一定値未満の場合には警告を行わないで
本処理を終了する。警告する方法としては、モニタ４
ａ、４ｂ、４ｄへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２
の点灯・点滅、ブザー４３による警告などが行われる。
【０１９９】モニタ４ａ、４ｂへの表示は、図２６に示
すように、点検時期である事を示す表示７０を一定時間
行ってもよい。また、一定値は、接続装置のＲＯＭ３
０、ＲＡＭ３１にあらかじめ格納しておいてもよく、Ｉ
Ｄデータ又はスコープ種別データによって変更してもよ
い。
【０２００】一方、ステップＳ３２３或いはＳ３２５で
読出し処理又はＳ３２７でカウント処理が正常に終了し
なかった場合は、ステップＳ３３０で処理が正常に行わ
れなかった事を警告し、処理を強制終了する。警告する
方法は、モニタ４ａ、４ｂへの表示、フロントパネルの
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ＬＥＤ４２の点灯・点滅、ブザー４３による警告などが
行われる。
【０２０１】なお、本処理においては、ＩＤデータ又は
スコープ種類の読み出しを行わずにカウント処理を行っ
てもよい。また、キーボード４４内又は操作パネル４１
内のリターンキー又は入力指示キーなどを押す事によ
り、カウントを行うようにしてもよく、又はカウント回
数の書込みを行ってもよい。
【０２０２】なお、内視鏡２側では、本処理とは別に図
２２に示すように、一定時間内に何らかのコマンドを受
信しない場合に、内部で自動的にカウント処理を行う場
合は、内視鏡２と通信機能を有する接続装置３Ａ，３
Ｃ，３Ｄは内視鏡２に電源を供給後、内視鏡２で設定す
る一定時間内に、何らかのコマンドを送信する必要があ
る。
【０２０３】また、内視鏡２が通信機能を有さない接続
装置と接続した場合は、内視鏡２は、一定時間内に接続
装置から何らかのコマンドを受信しないため、図２２に
示すように内視鏡２の内部でカウントを行う。
【０２０４】本処理より、
（ａ）接続装置はＩＤデータに対応づけてカウントデー
タ（通電回数）をＣＰＵ２９、ＲＡＭ３１、ＲＯＭ３０
で記録、管理することにより個々の内視鏡２についてカ
ウントデータを記録、管理できる。
（ｂ）接続装置が画像処理装置３Ａ，３Ｂと接続した場
合のみ、通電回数をカウントを行うようにするため、検
査又は診察時の使用回数を求める事を出来、精度のよい
点検情報として用いる事ができる。
【０２０５】（ｃ）カウントデータが一定値を越えた場
合は、点検時期である事を警告するようにする事によ
り、内視鏡２の適切な点検時期をユーザに知らせる事が
できる。
（ｄ）画像記録装置又はファイリング装置にカウントデ
ータをＩＤデータに対応づけて記録、管理する事により
内視鏡２毎の点検情報（カウントデータ）の記録、管理
が行える。
【０２０６】一方、内視鏡２内の不揮発性メモリ２０に
格納させるデータの内、リプロセス回数データに対する
処理は、内視鏡２と通信機能を有する洗滌装置３Ｃと接
続した場合のみ行われ、動作の詳細は、図３５におい
て、カウントデータをリプロセスカウントデータと置き
換えたものと同じとする。
【０２０７】この処理により、
（ａ）リプロセスカウントデータ（洗滌回数）をＩＤデ
ータに対応づけて洗滌装置３Ｃ内のＣＰＵ２９、ＲＡＭ
３１、ＲＯＭ３０で記録、管理する事により個々の内視
鏡２についてリプロセスカウントデータを管理できる。
【０２０８】（ｂ）リプロセス回数（洗滌回数）をカウ
ントするようにするため、内視鏡２の点検情報として用
いる事ができる。
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【０２０９】（ｃ）リプロセス回数データが一定値を超
えた場合は、点検時期である事を警告するようにする事
により、内視鏡２の適切な点検時期をユーザに知らせる
事ができる。
【０２１０】（ｄ）画像処理装置又はファイリング装置
にリプロセス回数データをＩＤデータに対応づけて記
録、管理する事により内視鏡２毎の点検情報（リプロセ
ス回数データ）の記録、管理が行える。
【０２１１】図３６は、接続装置が画像処理装置３Ａで
ある場合に、前回検査時刻に関する処理を示す。接続装
置（画像処理装置３Ａ）は、内視鏡２及び接続装置側に
ある（図示しない）接続検知手段により、内視鏡２と接
続したか否かの判断を行い、（Ｓ３３２）、接続を検知
した場合には、最初にＩＤデータの読み出しを行う（Ｓ
３３３）。その後、正常に読み出しが行えたかの確認を
行い（Ｓ３３４）、正常に終了した場合には、前回検査
時刻の読み出しを行う（Ｓ３３５）。
【０２１２】また、この前回検査時刻の読み出しが正常
に終了したか否かの確認を行い（Ｓ３３６）、正常に終
了した場合には前回検査時刻の表示を行う（Ｓ３３
７）。
【０２１３】この表示をモニタで行う場合、その表示は
図３７の符号７３で示すように、前回検査時刻であるこ
とを示す表示を一定時間行ってもよい。又、キーボード
４４又は操作パネル４１にある消去スイッチにより消去
を行ってもよい。
【０２１４】この表示の後、内視鏡２内の不揮発性メモ
リ２０へ、ＣＰＵ２９、ＲＴＣ３９などから得られる接
続機器の現在の検査時刻の書込み処理を行う（Ｓ３３
８）。そして書込み処理が正常に終了した場合（Ｓ３３
９）は、この処理を終了する（Ｓ３４０）。
【０２１５】一方、ステップＳ３３４、Ｓ３３６、Ｓ３
３９で正常に書込み又は読み出し処理が終了しなかった
場合は、Ｓ３４１で処理が正常に行われなかったことを
警告し、処理を強制終了する。この警告する方法は、モ
ニタ４ａへの表示、フロントパネルのＬＥＤ４２の点灯
・点滅、ブザー４３による警告などが行われる。
【０２１６】本処理は、画像処理装置３Ａと接続時に行
われるものであるが、画像処理装置３Ａのみが本処理を
行う機能を有するようにしてもよく、また、接続する装
置を判別するための検出手段を内視鏡２側又は接続装置
側に設けるようにしてもよい。
【０２１７】また、図３６において、Ｓ３３７の前回検
査時刻の表示とＳ３３８、Ｓ３３９の検査時刻書込み
は、順序は逆になってもよく、Ｓ３３９の表示処理を省
略してもよい。
【０２１８】本処理により、
（ａ）ユーザは、内視鏡２が画像処理装置３Ａと接続し
たときの前回の検査時刻を知ることが出来る。
（ｂ）図３７の符号７３に示すように、図２４の内視鏡
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関連データのうち、リプロセス完了時刻と共に表示し、
２つの時刻を比較することにより、内視鏡２が検査後に
洗滌（リプロセス）したか、検査前に洗滌したかを確認
する事ができ、よって内視鏡２が現在、洗滌されている
か、未洗滌であるかを判断することが出来る。
【０２１９】（ｃ）画像記録装置（５ａ）又はファイリ
ング装置（６ａ）に前回検査時刻をリプロセス完了時刻
と共に、ＩＤデータに対応付けて記録、管理することに
より内視鏡２毎の洗滌状況、および検査状況の記録、管
理が行える。
【０２２０】なお、不揮発性メモリ２０又はＣＰＵ２１
内のＲＯＭに書き込まれる内視鏡関連データは、例えば
工場出荷前、リペア時などの際に、データの書き換えが
可能な接続装置（例えばファイリング装置３Ｄ）によ
り、全てのデータ又は一部のデータを以下のようにあら
かじめ書き込んでおいてもよい（書込み処理は図５、図
６に示す）。
【０２２１】（１）工場出荷前又はリペア時に確定して
いるデータ（例えばスコープ種別、スコープ先端部構
成、洗滌チューブ・アダプタデータ、ＣＣＤ種別デー
タ、ＣＣＤの光学フィルタ、スコープチャンネル情報、
スコープＳＷ、ＩＤデータ、メーカコメント、サービス
コメントなど）が格納される領域には、内視鏡２毎に確
定するデータをセレクトして書き込む。
（２）回数データ（例えばカウントデータ、リプロセス
回数データなど）が格納されるデータ領域には、０値又
は内視鏡２の使用状況に応じて確定するプリセット値を
書き込む。
【０２２２】（３）バージョンデータは、ＣＰＵ２１内
のＲＯＭに書き込まれるプログラムのバージョンに応じ
て確定する値を書き込む。
（４）工場出荷後、リペア後、又はユーザ使用時に確定
するデータ（例えばリプロセス完了時刻、洗滌指示内容
データ、オートリークテスト結果、リプロセス実行者
名、初検査日、施設名、ユーザコメント、保証期限、サ
ービス契約有無、ノズルつまりチェック、前回検査時
刻、備品ナンバ、修理記録、点検記録など）が格納され
る領域には、工場出荷後又はリペア終了後からまだデー
タが書き込まれていない事を確認できるように、ある初
期値を書き込む。これより、例えば図２５のＳ２３６に
あるように、データ格納領域にデータが格納されている
かを判断する事ができる。
【０２２３】以上説明した本実施の形態は以下の効果を
有する。本実施の形態より、書換え可能な記憶部８を内
視鏡２側に設ける事により、初検査日、施設名、ユーザ
入力データなど書換えが行われる内視鏡関連データにつ
いて、書込み、読出しが可能となる。これより、内視鏡
関連データが個々の内視鏡毎に記憶されるため、内視鏡
関連データの情報管理が容易となる。
【０２２４】また、複数の内視鏡の全ての内視鏡関連デ



(19) 特開２００２－３４９０６

10

20

30

40

50

35
ータを、接続する周辺装置で記録、管理する必要がなく
なるため、周辺装置内のメモリ、記録部の小型化によ
り、周辺装置の小型化につながり、ユーザにとって扱い
やすい。
【０２２５】また、周辺装置との通信を行うための信号
線を１線のシリアルインターフェイスで行い、また内視
鏡１内の記憶部８及び通信部（通信機能）７に供給され
る電源部を、固体撮像素子に供給する電源部と共用する
事により、内視鏡２及び周辺装置の接続部の小型化につ
ながるため、ユーザにとって扱いやすい。
【０２２６】そして、内視鏡２内の記憶部８に、内視鏡
関連データが正しい情報であるかを確認するための確認
情報を含み、内視鏡関連データが正しいかを確認する確
認手段を内視鏡側に有する事により、内視鏡関連データ
の信頼度を向上させる事ができる。
【０２２７】例えば内視鏡関連データの書込み中に、停
電又は内視鏡２と周辺装置の着脱が行われて、内視鏡関
連データの書込みが正しく行われなかった時に、前記確
認情報でデータが正しく書き込まれたものかを確認する
事ができる。
【０２２８】また、内視鏡２内の記憶部８に、内視鏡関
連データのバックアップを更に記憶する事で、内視鏡関
連データが破壊された場合にもバックアップデータを読
み出して、対応可能する事ができる。
【０２２９】一方、前記内視鏡関連データの一部又は全
てについ、書込みを行う前に書込み許可を行う事によ
り、接続装置の誤動作による誤った書込み処理が行われ
た場合に、誤書込みを防止する事ができる。
【０２３０】また、内視鏡２内の記憶部に、前記記憶部
８内に前記初検査日又は施設名が記憶されてない時は、
前記周辺装置が自動的に前記初検査日又は施設名を書き
込む事により、ユーザに負担をかけずに、書込みを行う
事ができる。
【０２３１】前記初検査日から一定の期間が経過してい
る場合は、点検時期である事を警告する警告手段を周辺
装置側に有する事により、ユーザに点検時期を知らせる
事が可能となり、点検を怠るために起こる故障を防止す
る事ができる。
【０２３２】さらに、前記周辺装置に具備する操作手段
により内視鏡関連データをモニタに表示することによ
り、ユーザが内視鏡関連情報をみたい時に任意に表示さ
せる事ができる。
【０２３３】また、ユーザが任意に書込み、読出しを行
うユーザ入力データ領域を内視鏡２内の記憶部８に用意
する事により、ユーザがスコープ毎に記憶しておきたい
データを記憶可能となる。
【０２３４】さらに、前記内視鏡関連データは、前記内
視鏡２の通電回数をカウントするカウントデータを含
み、前記通電回数のカウントを検査又は診察時に使用す
る周辺装置と接続した時のみ行う事により、内視鏡２の
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検査、診察に使用した回数を正しく把握する事ができ
る。
【０２３５】また、前記内視鏡関連データは、洗浄関連
情報を含んでいるため、内視鏡２が洗浄済みであるか、
どのような洗浄を行ったか、いつ洗浄を行ったか、誰が
洗浄を行ったかなどの洗浄関連情報をユーザが把握する
事ができ、効率のよい洗浄を行う事ができる。
【０２３６】（第２の実施の形態）次に本発明の第２の
実施の形態を図３８ないし図５８を参照して説明する。
図３８は本発明の第２の実施の形態の内視鏡システム
１′の構成を示す。本実施の形態の内視鏡システム１′
は内視鏡２′及び内視鏡２と、これらの一方が接続さ
れ、内視鏡２との通信機能を有する画像処理装置３Ａ
と、内視鏡２との通信機能を有する画像処理装置３Ｂ
と、画像処理装置３Ａ及び３Ｂにそれぞれ接続されるモ
ニタ４ａ，４ｂ、画像記録装置５ａ，５ｂ、ファイリン
グ装置６ａ，６ｂとからなる。内視鏡２は第１の実施の
形態で説明したように通信機能７と、記憶部８を有す
る。一方、内視鏡２′は通信機能７及び記憶部８を有し
ない。
【０２３７】図３９は内視鏡２と画像処理装置３Ａの構
成を示す。この内視鏡２は図２で示したものと同様であ
り、また画像処理装置３Ａも図２で示したと同様の構成
である。なお、図３９ではコネクタ２５，２７の構成を
より具体的に示している。つまり、内視鏡２と画像処理
装置３Ａとはコネクタ２５，２７を接続するケーブル２
６で接続されている。
【０２３８】内視鏡２の不揮発性メモリ２０に内視鏡関
連データを入力及び出力（送受）する信号線はグランド
線を除き、１本の信号線２６ｂである。この信号線２６
ｂは内視鏡２内部で信号線４９と接続され、セレクタ２
２及びＣＰＵ２１を介して不揮発性メモリ２０に接続さ
れている。そして、信号線４９に接続された単一の入出
力端により、不揮発性メモリ２０に対して内視鏡関連デ
ータを記憶したり、読み出したりできるようにしてい
る。
【０２３９】以下の本実施の形態では、第１の実施の形
態と異なる部分を説明する。内視鏡関連データの内、個
々のデータについての具体的な処理方法について説明す
る。不揮発性メモリ２０に書き込まれる内視鏡関連デー
タの種類は図４０に示すようになる。例えば、スコープ
機種名データ、ボディナンバーデータ、通電回数デー
タ、点検回数、所有者又は施設名、…、自動ノズルつま
りチェック、初検査日等のデータがある。
【０２４０】なお、内視鏡関連データのうち一部は（例
えばＩＤバージョンデータなど）不揮発性メモリ２０に
格納する他、ＣＰＵ２９内のＲＯＭ、ＲＡＭに格納して
も良い。また、各々の内視鏡関連データの処理におい
て、書込み又はクリアは図５、６に示す書込み処理又は
クリア処理を行い、読み出しは図１１、１２に示す読み
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出し処理を行い、書込み許可は図１６、１７の書込み許
可処理を行い、カウントは図１９、２０のカウント処理
を行う。
【０２４１】図４１、４２に、内視鏡２と画像処理装置
３Ａが接続された場合の一連の処理動作を示すフローチ
ャート図を示す。画像処理装置３Ａが内視鏡２と接続後
に電源ＯＮ後、又は画像処理装置３Ａが電源ＯＮのまま
内視鏡２を交換した後（Ｓ４０５）、画像処理装置３Ａ
はこの画像処理装置３Ａ側にある（図示しない）接続検
知手段により内視鏡２と接続した事を検知し、内視鏡２
との通信処理（読み出し・書込み・書込み許可・カウン
トなど）を行っている事を示す通信中の表示を行う（Ｓ
４０６）。
【０２４２】図４３に通信中の表示の一例を示す。１７
７は内視鏡２で撮像された内視鏡観察画像、１７８は内
視鏡観察画像１７７に関連する情報（ＩＤＮｏ．患者
名、性別、年齢、生年月日、検査現在の日時、画像処理
装置２に接続されている記録装置の接続情報及び記録枚
数など）、１７１は内視鏡２の各スイッチの機能情報、
１７６に通信中である事を示す表示（例えば「Ｐｌｅａ
ｓｅ  ｗａｉｔ，ｔｒａｎｓｆｅｒｒｉｎｇ  ｄａｔａ
…」）を示す。
【０２４３】通信中の場合は通信中である事を示す表示
１７６及び内視鏡２の各スイッチ２４の機能情報１７１
の表示を行うことにより、ユーザが通信中に画像処理装
置３Ａの電源ＯＦＦ又は内視鏡２の交換を行う事を防止
する。
【０２４４】なお、通信中の表示（Ｓ４０６）は、Ｓ４
０７又はＳ４０７～Ｓ４１０の処理後もしくは表示して
から一定時間経過後（例えば約５秒後）に消去しても良
く、またＳ４１１の表示（後述）と切り替わってもよ
く、もしくはＳ４１１の表示と両方とも表示しても良
い。
【０２４５】Ｓ４０６の表示中に、内視鏡２内の不揮発
性メモリ２０に格納されている内視鏡関連データの内、
例えばスコープ機種名・ボディナンバ・ユーザコメント
・通電回数・点検回数・ホワイトバランスデータの各デ
ータの読み出しを行い（Ｓ４０７）、読み出したデータ
の内、ホワイトバランスデータを用いてホワイトバラン
ス処理を行う（Ｓ４０８）。
【０２４６】図４４、図４５は、画像処理装置３Ａ内の
ホワイトバランス処理回路周辺を示すブロック図、及び
画像処理装置３Ａの操作パネル４１内にあるスイッチ部
の一例を示す。
【０２４７】映像信号処理回路２８内のホワイトバラン
ス処理回路１０３にはＲ信号、Ｇ信号、Ｂ信号が入力さ
れ、それぞれセレクタ１９８に入力される。このセレク
タ１９８の出力端には平均値算出回路１９９が接続さ
れ、それぞれ平均値が算出されてＣＰＵ２９に出力され
る。
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【０２４８】ＣＰＵ２９はＧ／ＲとＧ／Ｂの平均値を算
出して、Ｒ信号とＢ信号が入力される乗算器１０１と１
０２にＧ／ＲとＧ／Ｂの平均値を入力して、それぞれＲ
信号とＢ信号と乗算させる。
【０２４９】そして、スルーのＧ信号と共に乗算器１０
１と１０２で乗算によりホワイトバランス処理したＲ信
号とＢ信号とを後段側に出力する。そして、白の被写体
を撮像した状態でこのホワイトバランス処理回路１０３
を動作させることにより、ホワイトバランスしたＲ信
号、Ｇ信号、Ｂ信号とを生成できるようにしている。
【０２５０】また、ＣＰＵ２９はＳＩＯ３２を介して内
視鏡２と送受信する内視鏡関連データを伝送する信号線
と接続されている。そして、すでにホワイトバランスさ
せた場合のホワイトバランスデータ（つまり、上述した
Ｇ／ＲとＧ／Ｂの平均値でＧ／Ｒ係数及びＧ／Ｂ係数と
いう）を内視鏡２に格納してある場合には、それを以下
のように読み出して自動でホワイトバランスの設定を行
う。
【０２５１】内視鏡２からの読み出しで、読み出された
ホワイトバランスデータはＳＩＯ３２を経由してＣＰＵ
２９に入力される。ホワイトバランスデータはＧ／Ｒ係
数及びＧ／Ｂ係数から構成されるため、ＣＰＵ２９はホ
ワイトバランスデータから得られるＧ／Ｒ係数及びＧ／
Ｂ係数を乗算器１０１、１０２に入力し、Ｒ信号及びＢ
信号に乗算する事でホワイトバランスを自動で設定す
る。
【０２５２】その後、図４５のＷＨＩＴＥ  ＢＡＬ．キ
ー１９０内部のＬＥＤを消灯し、ＷＨＩＴＥ  ＢＡＬ．
表示ＬＥＤ１９１を点灯する事により、内視鏡２がホワ
イトバランス処理が行われた事をユーザに示す。
【０２５３】図４５に示すように操作パネル４１内のス
イッチ部１８０の各キー１８１，１８３，１８７，１９
０，１９２，１９３，１９４及びＬＥＤ１８２，１８４
～１８６、１８８～１８９、１９１、１９５～１９７の
機能は図４６の表に示す通りである。例えば、１８１は
プリントキー、１８２はプリント表示ＬＥＤ、１８３は
エンハンス（ＥＮＨ）キー、…、１９７は色調レベル表
示ＬＥＤである。
【０２５４】なお、内視鏡２でホワイトチャート（例え
ばホワイトバランスキャップ）を撮像した状態で、ＷＨ
ＩＴＥ  ＢＡＬ．キー１９０を押した場合は、上述のよ
うにセレクタ１９８、平均値算出回路１９９により、Ｒ
信号、Ｇ信号、Ｂ信号の各信号について平均信号レベル
を測定し、ＣＰＵ２９によりＲ信号、Ｂ信号に乗算する
係数（Ｇ／Ｒ、Ｇ／Ｂ）を演算して、乗算器１０１、１
０２に乗算する事によりホワイトバランス処理を行うと
共に、ＳＩＯ３２を経由して内視鏡２にホワイトバラン
スデータの書込みを行う（この場合、ＷＨＩＴＥ  ＢＡ
Ｌ．キー１９０のＬＥＤは消灯、ＷＨＩＴＥ  ＢＡＬ．
表示ＬＥＤ１９１のＬＥＤは点灯状態のままとなる）。
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【０２５５】なお、内視鏡２からの読み出しで読み出さ
れたホワイトバランスデータが初期値（例えば工場出荷
値）の場合はＣＰＵ２９は図４５のＷＨＩＴＥ  ＢＡ
Ｌ．キー１９０内部のＬＥＤを点灯し、ＷＨＩＴＥ  Ｂ
ＡＬ．表示ＬＥＤ１９１を消灯する事により、内視鏡２
がホワイトバランス処理が行われてない事をユーザに示
し、ＷＨＩＴＥ  ＢＡＬ．キー１９０を押してホワイト
バランス処理を行うようユーザに指示してもよい。
【０２５６】一方、通信機能を有さない内視鏡２′と接
続して画像処理装置３Ａを電源ＯＮした場合、又は画像
処理装置３Ａが電源ＯＮのまま内視鏡２′と交換した場
合は、内視鏡２′がホワイトバランスデータを有さない
為、自動的にホワイトバランス処理が行われず、ＷＨＩ
ＴＥ  ＢＡＬ．キー１９０内部のＬＥＤが点灯し、ＷＨ
ＩＴＥ  ＢＡＬ．表示ＬＥＤ１９１が消灯する。
【０２５７】これよりホワイトバランス処理が行われて
いない事を示し、ユーザにＷＨＩＴＥ  ＢＡＬ．キー１
９０を押すよう指示する。その際にユーザにＷＨＩＴＥ
  ＢＡＬ．キー１９０を押すようブザー４３を鳴らして
も良い。その後、内視鏡２′がホワイトチャート（例え
ばホワイトバランスキャップ）を撮像した状態でＷＨＩ
ＴＥ  ＢＡＬ．キー１９０を押すと、図４４のセレクタ
１９８、平均値算出回路１９９により、Ｒ信号、Ｇ信
号、Ｂ信号の各信号について平均レベルを測定し、ＣＰ
Ｕ２９によりＲ信号、Ｂ信号に乗算する係数（Ｇ／Ｒ、
Ｇ／Ｂ）を演算してＲ信号、Ｂ信号に乗算する事でホワ
イトバランス処理を行うと共に、図４５のＷＨＩＴＥ  
ＢＡＬ．キー１９０内部のＬＥＤが消灯し、ＷＨＩＴＥ
  ＢＡＬ．表示ＬＥＤ１９１を点灯する事により、内視
鏡２′がホワイトバランス処理が行われた事を示す。
【０２５８】なお、ホワイトバランス処理を行う為のＷ
ＨＩＴＥＢＡＬ．キー１９０の入力は、Ｓ４０６～Ｓ４
１０の処理中には誤ってホワイトバランス処理が行われ
ないように、キー１９０の入力を禁止するようにしても
良い。
【０２５９】なお、図４５のＬＥＤ１９０、１９１点灯
・消灯の動作は上記例に限らず、例えばホワイトバラン
ス処理後は１９０，１９１共に消灯し、ホワイトバラン
スの処理中は１９０または１９１のＬＥＤが点滅するよ
うにしても良い。
【０２６０】図４１のホワイトバランス処理（Ｓ４０
８）の後、画像処理装置３Ａは読み出していない残りの
内視鏡関連データを読み出し（Ｓ４０９）、Ｓ４０７で
読み出した通電回数のカウント処理を行う（Ｓ４１
０）。なお、通電回数のカウント処理はＳ４０９の後に
行うほか、他の処理に関係無くＳ４０５から一定時間後
（例えば３０秒後）に行う事にしてもよい（その場合に
は、例えば動作確認の為に短時間（一定時間内）電源の
ＯＮ／ＯＦＦを行った時にはカウント処理が行わないた
め、得られる通電回数をユーザの実使用回数とすること
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ができる）。
【０２６１】なお、Ｓ４０８～Ｓ４１０の処理はＳ４１
１の処理後もしくは処理中に行ってもよく、その場合に
はＳ４０８～Ｓ４１０の処理は画像処理装置３Ａの電源
ＯＮ又はスコープ交換後（Ｓ４０５）１回のみとする。
【０２６２】その場合には、Ｓ４１１の表示後で他の内
視鏡関連データの読み出し中（Ｓ４０９）にＳｃｏｐｅ
  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面の表示（図４２のＳ４１
８）が行われる場合があり、内視鏡関連データの全デー
タが読み出せていないうちにＳｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ  画面が表示されてしまう。
【０２６３】その際は図４７に示すように説明表示部１
１０に読み出し処理中である表示（「ＤＩＳＡＢＬＥ
！」）を行うと共に読み出しが完了しているデータのみ
表示し、Ｓ４０９の読み出し処理が完了した後に自動的
に図４８の画面に移行するようにする。
【０２６４】次に、内視鏡観察画像下部に内視鏡関連デ
ータの内、スコープ機種名、ボディナンバを表示し、ユ
ーザコメント又は点検時期を示す表示を行う（Ｓ４１
１）。図４９、５０に表示例を示し、図５１にＳ４１１
の動作のフローチャートを示す。
【０２６５】まず読み出した通電回数と点検回数を比較
し（Ｓ４３２）、通電回数が点検回数以上になった場合
は、図４９の内視鏡関連データ表示部１７２内の１７３
の位置にスコープ機種名、１７４の位置にボディナン
バ、１７５の位置に点検時期を示す表示（例えば「Ｃｈ
ｅｃｋ－ｕｐ  Ｄｕｅ」）を表示する。なお、図５０は
図４９の内視鏡関連データ表示部１７２の内容を示す。
【０２６６】これより、ユーザに内視鏡２が点検回数以
上使用された場合に点検時期である事を告知すること
で、ユーザは適切な点検時期を知ることができる．一方
通電回数が点検回数未満の場合は、内視鏡関連データ表
示部１７２内の１７３の位置にスコープ機種名、１７４
の位置にボディナンバ、１７５の位置にユーザコメント
を表示する。
【０２６７】点検時期を示す表示は点検回数をユーザが
変更するまで表示しつづけてもよく、画像処理装置３Ａ
の電源ＯＮ又はスコープ交換後（Ｓ４０５）１回のみの
処理で済ませても良い。その後、例えばキーボード４４
の任意のキー（Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキ
ー除く）を入力するか（Ｓ４１２）、一定時間（例えば
約１０秒）経過した場合（Ｓ４１３）は、図４９の１７
２の内視鏡関連データ表示部及びスコープＳＷ表示部を
消去し（Ｓ４１５）、内視鏡観察画像表示状態となる
（Ｓ４１６）。この場合の表示例を図５２に示す。
【０２６８】Ｓ４１６の状態でキーボード４４内のＳｃ
ｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキーを入力すると再び
内視鏡観察画像下部に内視鏡関連データを表示する（Ｓ
４１１）。
【０２６９】一方、内視鏡観察画像下部に内視鏡関連デ
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ータを表示した状態で、ＳｃｏｐｅＩｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎキーの入力した場合には（Ｓ４１４）、図４２のＳ
ｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面を表示する（Ｓ
４１８）。
【０２７０】図４８、図５３にＳｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ画面の表示例を示す。例えば、Ｓｃｏｐｅ
  Ｍｏｄｅｌ、Ｓｅｒｉａｌ  Ｎｏ．、…、Ｃｈｅｃｋ
ｕｐ  Ｉｎｆｏ．等を表示する。表示されている内視鏡
関連データの内、データ部が網掛けになっている部分１
０４、１０５は書き換え可能とし、それ以外の箇所は書
き換え不可とする。
【０２７１】書き換えは、キーボード４４又は操作パネ
ル４１にあるカーソル移動キーを入力する事により入力
したいデータにカーソルを移動し、キーボード４４内の
文字入力キーにより書き込むべきデータを入力する（選
択されたデータは１０４のように入力箇所全体の色が変
化しても良く、入力箇所の縁部分もしくは入力文字のみ
の色が変化しても良い）。
【０２７２】なお表示される内視鏡関連データは図４８
のように一部のデータのみを表示するほか、全データを
表示してもよい。またはユーザに告知すべき情報のみ表
示するモードとサービスが確認すべき情報を表示するモ
ードを用意し、キーボード４４内のキーで切替え可能に
しても良い。
【０２７３】なお、図４８で、符号１０６で示す部分は
選択された各内視鏡関連データに関する情報、カーソル
の移動方法、書きこみ方法、内視鏡観察画像（図４９）
の表示方法などを説明する為の説明表示部であり、ユー
ザが図４８を使用しやすいように援助を行うものであ
る。
【０２７４】図４８、図５３のＳｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ画面で内視鏡関連データの書込み・修正を
行った後、キーボード４４内の例えばＲｅｔｕｒｎキー
の入力を判断するステップとなり（図４２のＳ４１
９）、Ｒｅｔｕｒｎキーを入力すると、Ｓｃｏｐｅ  Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面上に（図示しない）「Ａｒｅ
ｙｏｕ  ｓｕｒｅ？（Ｙ／Ｎ）」が表示され（Ｓ４２
１）、「Ｙ」が入力された場合は、通信中の表示を行い
（Ｓ４２２）、内視鏡関連データの書込みを行う（Ｓ４
２３）。
【０２７５】書込み処理を行うデータは、書込み又は修
正を行ったデータのみであってもよく、書込み又は修正
を行ったデータに関係なく図４８の画面上の書き換え可
能なデータ全てについて書込みを行っても良い。
【０２７６】なお、図４８で点検回数を入力する場合
（例えば使用現在から＋１５０回通電回数を計数後に点
検時期表示１７５を行う場合）は、以下の通りとなる。
（１）現在の通電回数（１００回）を確認する。
（２）現在の通電回数＋点検時期表示を行う通電回数分
（１００＋１５０＝２５０）を点検回数のデータ項目欄

42
に入力する。
【０２７７】また、図４８で保証期限（Ｗａｒｒａｎｔ
ｙ  Ｄａｔｅ）を入力する場合は、日付チェックを行う
ことにより、間違った日付（例えば２０００年１３月４
７日）が入力された時には、他の内視鏡関連データ項目
にカーソルを移動させないように警告（画面上にエラー
表示もしくはブザーを鳴らすなど）してもよい（正しい
日付もしくは空欄の場合は他のデータ項目にカーソル移
動可能とする）。
【０２７８】その後、再び内視鏡観察画像下部に内視鏡
関連データを表示する（Ｓ４２５、図４９参照）。ま
た、Ｒｅｔｕｒｎキー入力後（Ｓ４１９）「Ｎ」キーを
押した場合（Ｓ４２４）は、書込み処理を行わずＳｃｏ
ｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面に戻る。またＥＳＣ
キーを入力した場合は（Ｓ４２０）、内視鏡観察画像下
部に内視鏡関連データを表示する（Ｓ４２５、図４９参
照）。
【０２７９】内視鏡観察画像下部に内視鏡関連データを
表示（Ｓ４２５）後、例えばキーボード４４の任意のキ
ー（Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキー除く）を
入力するか（Ｓ４２６）、一定時間（例えば約１０秒）
経過した場合は（Ｓ４２７）、図４９の１７２の内視鏡
関連データ表示部及びスコープＳＷ表示部を消去し（Ｓ
４２９）、内視鏡観察画像表示状態となる（Ｓ４３０）
（図５２参照）。Ｓ４３０の状態でキーボード４４内の
Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキーを入力すると
（Ｓ４３１）、再び内視鏡観察画像下部に内視鏡関連デ
ータを表示する処理（Ｓ４２５）に戻る。
【０２８０】一方、内視鏡観察画像下部に内視鏡関連デ
ータを表示した状態でＳｃｏｐｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎキーを入力した場合（Ｓ４２８）、Ｓ４１８のＳｃｏ
ｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面の表示をする。
【０２８１】図５４は画像処理装置３Ａと内視鏡２′が
接続された場合のフローチャートを示す。画像処理装置
３Ａが内視鏡２′と接続後に電源ＯＮ後、又は画像処理
装置３Ａが電源ＯＮのまま内視鏡２′を交換した後（Ｓ
４４０）、画像処理装置３Ａ側にある（図示しない）接
続検知手段により内視鏡２′と接続した事を検知し、通
信中の表示を行い（Ｓ４４１）、内視鏡関連データの読
み出しを行う（Ｓ４４２）。
【０２８２】しかし内視鏡２′は内視鏡関連データを有
さないため、画像処理装置３Ａは、読み出し処理を一定
期間行っても内視鏡関連データが読み出せなかった場合
（Ｓ４４３）は、内視鏡関連データ表示部１０３内に内
視鏡関連データを何も表示しない（Ｓ４４４、図５５参
照）。
【０２８３】その後、例えばキーボード４４の任意のキ
ー（Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキー除く）の
入力をするか（Ｓ４４５）、一定時間（例えば約１０
秒）経過した場合は（Ｓ４４６）、図４９の１７２の内
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視鏡関連データ表示部及びスコープＳＷ表示部を消去し
（Ｓ４４９）、内視鏡観察画像表示状態となる（Ｓ４５
０）（図５２参照）。
【０２８４】Ｓ４５０の状態でキーボード４４内のＳｃ
ｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキーを入力すると（Ｓ
４５１）、再び内視鏡観察画像下部に空欄を表示する
（Ｓ４４４）。
【０２８５】一方、内視鏡観察画像下部に空欄を表示し
た状態で、Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキーの
入力判断を行い（Ｓ４４７）、入力が無いとＳ４４４に
戻り、逆に入力をしても、内視鏡関連データが読み出さ
れないため、警告処理（ブザー４３、ＬＥＤ４２の点灯
・点滅など）を行いＳｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ  画面は表示しない（Ｓ４４８）でＳ４４４に戻る。
【０２８６】一方、図５６は画像処理装置３Ａから内視
鏡２、２′を外した場合のフローチャートを示す。画像
処理装置３Ａが電源ＯＮのまま内視鏡２、２′を外した
後（Ｓ４６０）、画像処理装置３Ａ側にある（図示しな
い）接続検知手段により内視鏡２、２′と外れた事を検
知し、内視鏡関連データ表示部１０３内に空欄を表示す
る（Ｓ４６１、図５５参照）。
【０２８７】その後、例えばキーボード４４の任意のキ
ー（Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキー除く）を
入力するか（Ｓ４６２）一定時間（例えば約１０秒）経
過した場合は（Ｓ４６３）、図５５の内視鏡観察画像下
部の内視鏡関連データ表示部及びスコープＳＷ表示部を
消去し（Ｓ４６６）、内視鏡観察画像表示状態となる
（Ｓ４６７）（図５２参照）。Ｓ４６７の状態でキーボ
ード４４内のＳｃｏｐｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎキーを
入力すると（Ｓ４６８）、再び内視鏡観察画像下部に空
欄を表示する（Ｓ４６１）。
【０２８８】一方、内視鏡観察画像下部に空欄を表示し
た状態で、Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  キー
の入力判断を行い（Ｓ４６４）、入力が無い場合にはＳ
４６１に戻るが、入力しても内視鏡関連データが読み出
されないため、警告処理（ブザー４３、ＬＥＤ４２の点
灯・点滅など）を行いＳｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ画面は表示しない（Ｓ４６５）で、Ｓ４６１に戻
る。
【０２８９】なお、図４３の１７１、１７６、１７８、
図４８で表示される文字は、本実施の形態の場合のよう
な英語のほか、日本語、ドイツ語、フランス語など画像
処理装置３Ａを使用する国の言語で示されてもよく、言
語の切り替えはキーボード４４又は操作パネル４１のキ
ー又はキーにより表示される（図示しない）切り替え用
画面上で行っても良い。
【０２９０】図５７は図４９に示す内視鏡観察画像の他
の表示例を示す。内視鏡２によって撮像される内視鏡画
像に１７１、１７２が重なっている場合は、この図５７
に示すように内視鏡画像が透けて見えるように表示して
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も良い。この場合、１７１、１７２は内視鏡画像の色調
と異なる透明色（例えば青、緑）とし、例えば白で文字
表示する。
【０２９１】図５８は映像信号切替回路２９内の一部の
ブロック図を示す。映像信号処理回路２８からの内視鏡
画像と表示コントローラ３６から出力される文字情報
（１７１、１７２）それぞれについて、乗算器１２０、
１２１でＣＰＵ２９から設定される係数（例えば０．
５）だけ乗算を行い、加算器１２２で上記２つの信号を
合成することにより、図５７に示すような表示が可能と
なる。なお、乗算器１２０、１２１で行う乗算処理はＣ
ＰＵ２９で設定するほか、映像信号切替回路３７内に予
め組み込んでも良い。
【０２９２】本実施の形態は、以下の効果がある。
１．内視鏡観察画像下部に内視鏡関連データ（例えばス
コープ機種名、ボディナンバ、ユーザーコメント）が表
示されることによりユーザーは、使用する内視鏡独自の
情報を容易に入手することが可能となる。また内視鏡の
点検時期を表示することにより、内視鏡の保守管理が容
易になるため、非常に有益である。
【０２９３】２．ホワイトバランス処理が自動で行える
ため、ユーザーに負担をかけず、非常に有益である。ま
た、ホワイトバランスデータをスコープ毎に有するた
め、画像処理装置側でホワイトバランスデータを格納す
る必要が無く、画像処理装置の小型化が計れる。また、
ホワイトバランスデータにより行われるホワイトバラン
ス処理が終了したことを画像処理装置の操作パネル部の
ＬＥＤで確認できるため、作業の効率化が計れる。
【０２９４】３．内視鏡関連データ専用の表示画面を設
けることにより内視鏡独自の情報を容易に確認できると
共に、一部の情報は書き換え可能であるため、ユーザに
よるカスタマイズが可能となり作業の効率化が計れる。
【０２９５】［付記］
１．被検体内に挿入されて内視鏡検査を行うための内視
鏡と、該内視鏡と接続される周辺装置とを備えた内視鏡
システムにおいて、前記内視鏡に、該内視鏡に関連する
データを記憶する書き換え可能な記憶部と、該記憶部内
の内視鏡関連データの読み出し又は書込みを行うと共に
前記周辺装置に送受信するための通信部としてのシリア
ル伝送を行うシリアルインターフェースと、を設けた事
を特徴とする内視鏡システム。
【０２９６】２．前記周辺装置との通信を行うための信
号線は、１線である事を特徴とする付記１の内視鏡シス
テム。
【０２９７】３．前記内視鏡は、被検体内に撮像するた
めの固体撮像素子を有し、内視鏡内の記憶部及び通信部
に供給される電源部は、前記固体撮像素子に供給する電
源部と共用する事を特徴とする付記１記載の内視鏡シス
テム。
【０２９８】４．前記内視鏡内の記憶部には、内視鏡関
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連データが正しい情報であるかを確認するための確認情
報を含み、前記確認情報により内視鏡関連データが正し
いかを確認する確認手段を、内視鏡側に有する事を特徴
とする付記１の内視鏡システム。
【０２９９】（付記４の作用効果）確認情報により、内
視鏡関連データが正しいか否かを確認でき、内視鏡関連
データの信頼度を向上させる事ができる。例えば内視鏡
関連データの書込み中に、停電又は内視鏡と周辺装置の
着脱が行われて、内視鏡関連データの書込みが正しく行
われなかった時に、前記確認情報でデータが正しく書き
込まれたものかを確認する事ができる。
【０３００】５．前記内視鏡内の記憶部に、内視鏡関連
データのバックアップを更に記憶する事を特徴とする付
記１の内視鏡システム。
【０３０１】（付記５の作用効果）内視鏡関連データが
破壊された場合にもバックアップデータを読み出して、
対応可能する事ができる。
【０３０２】６．前記内視鏡関連データの一部又は全て
は、書込みを行う前に書込み許可が必要である事を特徴
とする付記１の内視鏡システム。
【０３０３】（付記６の作用効果）内視鏡関連データの
一部又は全てについて、書込みを行う前に書込み許可を
行う事により、接続された周辺装置装置の誤動作による
誤った書込み処理が行われた場合にも、誤書込みを防止
する事ができる。
【０３０４】７．前記内視鏡関連データは、初検査日又
は施設名を含み、前記記憶部内に前記初検査日又は施設
名が記憶されていない時は、前記周辺装置が自動的に前
記初検査日又は施設名を前記記憶部に書込む事を特徴と
する付記１の内視鏡システム。
（付記７の作用効果）内視鏡内の記憶部に、前記記憶部
内に前記初検査日は施設名が記憶されてない時は、前記
周辺装置が自動的に前記初検査日又は施設名を書込む事
により、ユーザに負担をかけずに、書込みを行う事がで
きる。
【０３０５】８．前記初検査日から一定の期間が経過し
ている場合、点検時期である事を警告する警告手段を周
辺装置側に有する事を特徴とする付記７の内視鏡システ
ム。
【０３０６】（付記８の作用効果）前記初検査日から一
定の期間が経過している場合は、点検時期である事を警
告する警告手段を周辺装置側に有する事により、ユーザ
に点検時期を知らせる事が可能となり、点検を怠るため
に起こる故障を防止する事ができる。
【０３０７】９．前記内視鏡関連データを、周辺装置に
具備するモニタに表示する表示手段は、前記周辺装置に
備えられた操作手段により動作する事を特徴とする付記
１の内視鏡システム。
【０３０８】（付記９の作用効果）前記周辺装置に備え
られた操作手段により内視鏡関連データをモニタに表示
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することにより、ユーザが内視鏡関連情報を見たい時に
任意に表示させる事ができる。
【０３０９】１０．前記内視鏡内の記憶部には、ユーザ
が任意に書込み、読出しを行うユーザコメントが可能な
領域を含み、前記ユーザコメントは、前記周辺装置に備
えられた操作手段により入力される事を特徴とする付記
１の内視鏡システム。
【０３１０】（付記１０の作用効果）ユーザが任意に書
込み、読出しを行うユーザ入力データ領域を内視鏡内の
記憶部に用意する事により、ユーザがスコープ毎に記憶
しておきたいデータを記憶可能となる。
【０３１１】１１．前記内視鏡関連データは、前記内視
鏡の通電回数をカウントするカウントデータを含み、前
記通電回数をカウントする手段と周辺装置を判別する手
段を内視鏡側に設けると共に、前記判別結果に基づき、
通電回数をカウントする事を特徴とする付記１の内視鏡
システム。
【０３１２】（付記１１の作用効果）前記内視鏡関連デ
ータは、前記内視鏡の通電回数をカウントするカウント
データを含み、前記通電回数のカウントを検査又は診察
時に使用する周辺装置と接続した時のみ行う事により、
内視鏡の検査、診察に使用した回数を正しく把握する事
ができる。
【０３１３】１２．前記内視鏡関連データは、洗浄関連
情報を含む事を特徴とする付記１の内視鏡システム。
【０３１４】（付記１２の作用効果）前記内視鏡関連デ
ータは、洗浄関連情報を含んでいるため、内視鏡が洗浄
済みであるか、どのような洗浄を行ったか、いつ洗浄を
行ったか、誰が洗浄を行ったかなどの洗浄関連情報をユ
ーザが把握する事ができ、内視鏡検査に対する内視鏡の
管理が容易になると共に、効率のよい洗浄を行う事が出
来る。
【０３１５】１３．被検体に挿入される挿入部先端に撮
像手段を有し、内視鏡検査を行うための内視鏡と、該内
視鏡と接続され、前記撮像手段で得た画像情報を表示手
段に出力する内視鏡制御装置とを備えた内視鏡システム
において、前記内視鏡に、該内視鏡に関連するデータを
記憶する書き換え可能な記憶部と、該記憶部内の内視鏡
関連データの書き込みまたは読み込みを行うと共に、前
記内視鏡制御装置に送受信するための通信部と、前記内
視鏡制御装置に、前記内視鏡関連データを前記表示手段
に表示させるための制御手段と、を備えたことを特徴と
する内視鏡システム。
【０３１６】１４．前記内視鏡関連データ内に通電回数
を設けて、該通電回数データを所定の基準値と比較する
比較手段と、前記比較手段の比較結果に基づいて、前記
制御手段が点検に関する文字情報を出力することを特徴
とする付記１３の内視鏡システム。
【０３１７】１５．前記記憶部に第１の内視鏡関連デー
タと第２の内視鏡関連データとを備え、前記第１の内視
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鏡関連データと前記第２の内視鏡関連データを順次表示
するための順次制御手段を備えたことを特徴とする付記
１３の内視鏡システム。
【０３１８】１６．画像情報の色調を可変する内視鏡制
御装置に設けた色調可変手段と、前記色調可変手段の制
御状態を告知する告知手段と、前記内視鏡関連データ内
に色調情報とを備えて、前記制御手段が前記色調可変手
段に前記色調情報を出力すると共に、前記告知手段に制
御結果を出力することを特徴とする付記１３の内視鏡シ
ステム。
【０３１９】１７．被検体内に挿入されると共に、画像
処理装置に接続される内視鏡において、前記内視鏡に関
連するデータを記憶する書き換え可能な記憶部と、前記
記憶部内の内視鏡関連データの読み出し又は書込みを行
うと共に前記画像処理装置に送受信するための通信部を
内視鏡側に有し、前記画像処理装置は前記内視鏡関連デ
ータを表示する手段を有することを特徴とする内視鏡シ
ステム。
【０３２０】１８．前記内視鏡関連データは、通電回数
及び点検回数を含み、前記二つのデータより点検時期を
確認すると共に、点検時期を示すための表示を行う手段
を有することを特徴とする付記１７の内視鏡システム。
【０３２１】１９．前記内視鏡関連データは、内視鏡の
機種名及びボディナンバー及びユーザーコメント情報を
含み、前記３つの情報を他の内視鏡関連データに先立っ
て読み出し及び表示する手段を有することを特徴とする
付記１７の内視鏡システム。
【０３２２】２０．前記内視鏡関連データは、ホワイト
バランスデータを含み、前記画像処理装置は、前記ホワ
イトバランスデータによりホワイトバランス処理を行う
手段と、ホワイトバランス処理が終了したことを表示す
る手段を有することを特徴とする付記１７の内視鏡シス
テム。
【０３２３】（付記１３～２０の背景）近年、内視鏡内
に内視鏡関連データを付与する内視鏡装置が提案されて
いる。例えば、特開昭６３－２７１２１７では、スコー
プに付与されているスコープ識別情報及び前記スコープ
識別情報を認識するスコープ認識手段を有し、光源部か
らの光量をスコープ認識情報毎に制御する光量制御手段
を具備する事を特徴とする。一方、特公第２７１３８４
０号では、電子内視鏡に電子内視鏡を識別する識別部を
設け、信号処理装置には電子内視鏡の識別部を認識する
識別手段と、電子内視鏡に関するホワイトバランス設定
値を個々の電子内視鏡に対応させて信号処理装置側で記
憶する記憶手段を有する電子内視鏡装置について記載さ
れている。
【０３２４】しかし、前述した従来例においては、内視
鏡に付与される情報（スコープ識別情報）は書き換え可
能ではないため、施設名、ユーザー入力データなどのよ
うに書き換えを行う内視鏡関連データについては対応す
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る事ができない。
【０３２５】また、内視鏡関連データの画面表示方法に
ついて定義されてないため、ユーザが内視鏡関連データ
を容易に確認、管理する手段が無く、多大な負担を強い
ることになった。
【０３２６】また、複数のホワイトバランスデータを画
像処理装置側に有する必要があるため画像処理装置の大
型化をまねきユーザに負担であった。
【０３２７】このため、内視鏡に付与される情報を書き
換え可能とする内視鏡システムを提供することを目的と
する。また、内視鏡関連データを容易に確認、管理する
ことができる内視鏡システムを提供することを目的とす
る。さらに複数のホワイトバランスデータを画像処理装
置側に有する必要の無い内視鏡システムを提供すること
を目的とする。この目的を達成するために付記１３～２
０の構成にした。
【０３２８】ａ１．入力した内視鏡に関連する内視鏡関
連データを記憶し、かつ記憶した前記内視鏡関連データ
を出力可能な記憶部、前記記憶部に対して前記内視鏡関
連データの入出力を行うための第１の単一の入出力端、
前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接続さ
れ、前記記憶部に記憶する前記内視鏡関連データを前記
入出力端から前記記憶部に伝送する第１の伝送路、及び
前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接続さ
れ、前記記憶部に記憶された前記内視鏡関連データを前
記記憶部から前記第１の単一の入出力端に伝送する第２
の伝送路、を有する内視鏡と；前記内視鏡の前記記憶部
に対する前記内視鏡関連データの入出力を行う第２の単
一の入出力端、前記第２の単一の入出力端を介し、前記
記憶部から前記内視鏡関連データを読み出す情報読み出
し部、及び前記第２の単一の入出力端を介し、前記記憶
部に記憶する内視鏡関連データを送出する情報出力部、
を有する周辺装置と；前記内視鏡の前記第１の単一の入
出力端と前記周辺装置の前記第２の単一の入出力端とを
接続する単一の信号伝送線と、を有する内視鏡システ
ム。
【０３２９】ａ２．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記記憶部はＥＥＰＲＯＭ又はフラッシュＲＯＭ
又はＦＲＡＭ又はＭＲＡＭである。
【０３３０】ａ３．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記内視鏡は、被検体を撮像するための撮像素子
を有する。
【０３３１】ａ４．クレームａ３の内視鏡システムであ
って、前記前記記憶部に供給される電源部は、前記撮像
素子に供給する電源部と共用する。
【０３３２】ａ５．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記記憶部には、前記内視鏡関連データが正しく
書き込まれたかを確認するための確認用情報を含み、前
記確認用情報を用いて前記記憶部に書き込まれた内視鏡
関連データが正しいかを確認する確認部を前記内視鏡に



(26) 特開２００２－３４９０６

10

20

30

40

50

49
設けた。
【０３３３】ａ６．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記記憶部は、前記内視鏡関連データのバックア
ップデータを記憶する。
【０３３４】ａ７．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記記憶部に、前記内視鏡関連データを書き込む
場合、前記内視鏡関連データの少なくとも一部は、書込
みを行う前に書込み許可の操作を必要にした。
【０３３５】ａ８．クレームａ１の内視鏡システムであ
って、前記記憶部に書き込まれる前記内視鏡関連データ
は、初検査日又は施設名を含み、前記記憶部内に前記初
検査日又は施設名が記憶されていない時は、前記周辺装
置が自動的に前記初検査日又は施設名を前記記憶部に書
込む。
【０３３６】ａ９．クレームａ８の内視鏡システムであ
って、前記初検査日から一定の期間が経過している場
合、点検時期である事を警告する警告部を前記周辺装置
側に有する。
【０３３７】ａ１０．クレームａ１の内視鏡システムで
あって、前記記憶部には、ユーザが任意に書込み、読出
しを行うユーザコメントが可能な領域を含み、前記ユー
ザコメントは、前記周辺装置に備えられた操作部から入
力される。
【０３３８】ａ１１．クレームａ１の内視鏡システムで
あって、前記内視鏡関連データは、前記内視鏡の通電回
数をカウントするカウントデータを含み、前記通電回数
をカウントするカウント装置と周辺装置を判別する判別
装置を内視鏡側に設けると共に、前記判別装置による判
別結果に基づき、通電回数をカウントする。
【０３３９】ａ１２．クレームａ１１の内視鏡システム
であって、前記通電回数が所定回数を越えた場合には警
告を行う。
【０３４０】ａ１３．クレームａ１の内視鏡システムで
あって、前記内視鏡関連データは、前記内視鏡の洗浄に
関連する情報を含む。
【０３４１】ａ１４．クレームａ１の内視鏡システムで
あって、前記周辺装置に備えられた操作部の操作によ
り、前記内視鏡関連データを前記表示装置に表示可能に
した。
【０３４２】ａ１５．クレームａ３の内視鏡システムで
あって、前記周辺装置は前記撮像素子の出力信号から映
像信号を生成する映像処理回路を内蔵する。
【０３４３】ａ１６．クレームａ１５の内視鏡システム
であって、前記表示装置は前記撮像素子で撮像した被検
体の画像と前記記憶部から読み出した前記内視鏡関連デ
ータの情報を表示する。
【０３４４】ａ１７．クレームａ１６の内視鏡システム
であって、前記表示装置は前記撮像素子で撮像した被検
体の画像の一部に前記記憶部から読み出した前記内視鏡
関連データの情報を重畳して表示する。
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【０３４５】ａ１８．クレームａ３の内視鏡システムで
あって、前記内視鏡は前記撮像素子とが共通化された単
一のコネクタケーブルを介して前記周辺装置と接続され
る。
【０３４６】ｂ１９．被検体に挿入される挿入部の先端
に撮像を行う撮像素子、入力した内視鏡に関連する内視
鏡関連データを記憶し、かつ記憶した前記内視鏡関連デ
ータを出力可能な記憶部、前記記憶部に対して前記内視
鏡関連データの入出力を行うための第１の単一の入出力
端、前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接
続され、前記記憶部に記憶する前記内視鏡関連データを
前記入出力端から前記記憶部に伝送する第１の伝送路、
及び前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接
続され、前記記憶部に記憶された前記内視鏡関連データ
を前記記憶部から前記第１の単一の入出力端に伝送する
第２の伝送路、を有する内視鏡と；前記内視鏡と接続さ
れ、前記撮像素子の出力信号から映像信号を生成する画
像処理装置と；前記映像信号が入力されることにより、
対応する前記被検体の画像を表示する表示装置と；前記
内視鏡の前記記憶部に対する前記内視鏡関連データの入
出力を行う第２の単一の入出力端、前記第２の単一の入
出力端を介し、前記記憶部から前記内視鏡関連データを
読み出す情報読み出し部、及び前記第２の単一の入出力
端を介し、前記記憶部に記憶する内視鏡関連データを送
出する情報出力部、を有する周辺装置と；を備えた内視
鏡システム。
【０３４７】ｂ２０．クレームｂ１９の内視鏡システム
であって、前記記憶部はＥＥＰＲＯＭ又はフラッシュＲ
ＯＭ又はＦＲＡＭ又はＭＲＡＭである。
【０３４８】ｂ２１．クレームｂ１９の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、通電回数及び点検
回数を含み、前記通電回数が点検回数のデータ以上にな
った時に点検時期であることを前記表示装置で表示す
る。
【０３４９】ｂ２２．クレームｂ１９の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、内視鏡の機種名及
びボディナンバ及びユーザコメント情報を含み、前記内
視鏡の機種名及びボディナンバ及びユーザコメント情報
を他の内視鏡関連データに先立って読み出し前記表示装
置に表示する。
【０３５０】ｂ２３．クレームｂ２２の内視鏡システム
であって、前記前記通電回数が点検回数のデータ以上に
なった時にはユーザコメント情報を表示する部分に点検
時期であることを表示する。
【０３５１】ｂ２４．クレームｂ１９の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、ホワイトバランス
させるホワイトバランスデータを含む。
【０３５２】ｂ２５．クレームｂ２４の内視鏡システム
であって、前記画像処理装置は、前記ホワイトバランス
データによりホワイトバランス処理を行い、ホワイトバ
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ランス処理が終了したことを表示装置で表示する。
【０３５３】ｂ２６．クレームｂ１９の内視鏡システム
であって、前記表示装置は前記撮像素子で撮像した被検
体の画像の一部に前記記憶部から読み出した前記内視鏡
関連データの情報を重畳して表示する。
【０３５４】ｂ２７．クレームｂ２６の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは内視鏡機種名又はボ
ディナンバ又はユーザコメント又は点検時期の情報を含
む。
【０３５５】ｂ２８．クレームｂ２７の内視鏡システム
であって、前記前記通電回数が点検回数のデータ以上に
なった時にはユーザコメントの代わりに点検時期である
ことの表示を行う。
【０３５６】ｃ２９．被検体に挿入される挿入部の先端
に撮像を行う撮像素子、入力した内視鏡に関連する内視
鏡関連データを記憶し、かつ記憶した前記内視鏡関連デ
ータを出力可能な記憶部、前記記憶部に対して前記内視
鏡関連データの入出力を行うための第１の単一の入出力
端、前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接
続され、前記記憶部に記憶する前記内視鏡関連データを
前記入出力端から前記記憶部に伝送する第１の伝送路、
及び前記第１の単一の入出力端と前記記憶部との間に接
続され、前記記憶部に記憶された前記内視鏡関連データ
を前記記憶部から前記第１の単一の入出力端に伝送する
第２の伝送路、を有する内視鏡。
【０３５７】ｃ３０．クレームｃ２９の内視鏡であっ
て、前記記憶部はＥＥＰＲＯＭ又はフラッシュＲＯＭ又
はＦＲＡＭ又はＭＲＡＭである。
【０３５８】ｃ３１．クレームｃ２９の内視鏡であっ
て、前記内視鏡が接続される外部装置は前記記憶部にデ
ータを書き込むキーボードを有する。
【０３５９】ｄ３２．被検体に挿入される挿入部の先端
に撮像を行う撮像素子を内蔵し、内視鏡検査を行うため
の内視鏡と、前記内視鏡と接続され、前記撮像素子の出
力信号から映像信号を生成する画像処理装置と、前記映
像信号が入力されることにより、対応する前記被検体の
画像を表示する表示装置と、前記内視鏡に設けられ、前
記内視鏡に関連する内視鏡関連データを記憶する書き換
え可能な記憶部と、前記記憶部内の内視鏡関連データの
書き込み及び読み出しを行うと共に、前記画像処理装置
に送受信するための通信部と、前記内視鏡関連データを
任意の時に前記表示装置に表示させる制御部と、を備え
た内視鏡システム。
【０３６０】ｄ３３．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記通信部はシリアル伝送を行うシリアルイ
ンターフェースを有する。
【０３６１】ｄ３４．クレームｄ３３の内視鏡システム
であって、前記シリアルインターフェースと接続される
信号線はグランド線を除き送信と受信を共通の１つの線
で行う。
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【０３６２】ｄ３５．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記記憶部はＥＥＰＲＯＭ又はフラッシュＲ
ＯＭ又はＦＲＡＭ又はＭＲＡＭである。
【０３６３】ｄ３６．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、通電回数及び点検
回数を含み、前記通電回数が点検回数のデータ以上にな
った時に点検時期であることを前記表示装置で表示す
る。
【０３６４】ｄ３７．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、内視鏡の機種名及
びボディナンバ及びユーザコメント情報を含み、前記内
視鏡の機種名及びボディナンバ及びユーザコメント情報
を他の内視鏡関連データに先立って読み出し前記表示装
置に表示する。
【０３６５】ｄ３８．クレームｄ３７の内視鏡システム
であって、前記前記通電回数が点検回数のデータ以上に
なった時にはユーザコメント情報を表示する部分に点検
時期であることを表示する。
【０３６６】ｄ３９．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは、ホワイトバランス
させるホワイトバランスデータを含む。
【０３６７】ｄ４０．クレームｄ３９の内視鏡システム
であって、前記画像処理装置は、前記ホワイトバランス
データによりホワイトバランス処理を行い、ホワイトバ
ランス処理が終了したことを表示装置で表示する。
【０３６８】ｄ４１．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記表示装置は前記撮像素子で撮像した被検
体の画像の一部に前記記憶部から読み出した前記内視鏡
関連データの情報を重畳して表示する。
【０３６９】ｄ４２．クレームｄ４１の内視鏡システム
であって、前記内視鏡関連データは内視鏡機種名又はボ
ディナンバ又はユーザコメント又は点検時期の情報を含
む。
【０３７０】ｄ４３．クレームｄ４２の内視鏡システム
であって、前記前記通電回数が点検回数のデータ以上に
なった時にはユーザコメントの代わりに点検時期である
ことの表示を行う。
【０３７１】ｄ４４．クレームｄ３２の内視鏡システム
であって、前記画像処理装置にはデータ入力を行うため
のキーボードが接続される。
【０３７２】ｄ４５．クレームｄ４４の内視鏡システム
であって、前記表示装置がデータ表示を行うデータ表示
画面の場合に、前記キーボードからデータ入力が可能に
なる。
【０３７３】ｄ４６．クレームｄ４５の内視鏡システム
であって、前記データ表示画面の場合に、入力が可能な
データ項目と、入力できないデータ項目を設定可能であ
る。
【０３７４】ｄ４７．クレームｄ４６の内視鏡システム
であって、前記データ表示画面は複数有り、入力可能な
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データ項目は異なる。
【０３７５】ｄ４８．クレームｄ４５の内視鏡システム
であって、前記データ表示画面の場合に、前記キーボー
ドから入力した前記内視鏡関連データが前記記憶部に記
憶可能である。
【０３７６】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被
検体内に挿入されて内視鏡検査を行うための内視鏡と、
該内視鏡と接続される周辺装置とを備えた内視鏡システ
ムにおいて、前記内視鏡に、該内視鏡に関連するデータ
を記憶する書き換え可能な記憶部と、該記憶部内の内視
鏡関連データの読み出し又は書込みを行うと共に前記周
辺装置に送受信するための通信部としてのシリアル伝送
を行うシリアルインターフェースと、を設けているの
で、初検査日、施設名、ユーザコメントなど書換えが行
われる内視鏡関連データについて、書込み、読出しが可
能となる。これより、内視鏡関連データが個々の内視鏡
毎に記憶されるため、内視鏡関連データの情報管理が容
易となる。
【０３７７】また、複数の内視鏡の全ての内視鏡関連デ
ータを、接続する周辺装置で記録、管理する必要がなく
なるため、周辺装置内のメモリ、記録部の小型化による
周辺装置の小型化につながり、ユーザにとって扱いやす
くなる。また、通信部はシリアル伝送を行うので、内視
鏡及び周辺装置の認識処理部の構成が簡単となり、内視
鏡及び周辺装置を小型化できる。また、前記周辺装置と
の通信を行うための信号線は、１線とする事により、内
視鏡及び周辺装置の接続部の小型化につながるため、ユ
ーザにとって扱い易くなる。また、前記内視鏡は、被検
体内に撮像するための固体撮像素子を有し、内視鏡内の
記憶部及び通信部に供給される電源部は、前記固体撮像
素子に供給する電源部と共用する事により、やはり内視
鏡及び周辺装置の接続部の小型化につながるため、ユー
ザにとって扱い易くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１実施の形態の内視鏡システムの全体
構成の概略を示すブロック図。
【図２】電子内視鏡及び通信機能を備えた画像処理装置
の詳細を示すブロック図。
【図３】セレクタの構成の１例を示す回路図。
【図４】通信データのフォーマット及びその通信データ
の内容を示す図。
【図５】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ書込み
（クリア）処理を行う場合の接続装置側の動作を示すフ
ローチャート図。
【図６】図５の場合における内視鏡側の動作を示すフロ
ーチャート図。
【図７】内視鏡内の不揮発性メモリに格納されるデータ
部及びバックアップデータ部をそれぞれ構成する領域及
び各領域の内容を示す図。
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【図８】図６のメモリ書込み（クリア）処理の動作を示
すフローチャート図。
【図９】データ部のメモリ書込み（クリア）処理の動作
を示すフローチャート図。
【図１０】バックアップデータ部のメモリ書込み（クリ
ア）処理の動作を示すフローチャート図。
【図１１】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ読み
出し処理を行う場合の接続装置側の動作を示すフローチ
ャート図。
【図１２】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ読み
出し処理を行う場合の内視鏡側の動作を示すフローチャ
ート図。
【図１３】図１２内のメモリ読み出し処理の動作を示す
フローチャート図。
【図１４】データ部の読み出し処理の動作を示すフロー
チャート図。
【図１５】バックアップデータ部の読み出し処理の動作
を示すフローチャート図。
【図１６】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ書込
み許可処理及び書込み許可後の書込み処理を行う場合の
接続装置側の動作を示すフローチャート図。
【図１７】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへ書込
み許可処理及び書込み許可後の書込み処理を行う場合の
内視鏡側の動作を示すフローチャート図。
【図１８】書込み許可後に接続装置から送信され、内視
鏡側で受信したコマンドに対する内視鏡側の処理動作を
示すフローチャート図。
【図１９】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへカウ
ント処理を行う場合の接続装置側の動作を示すフローチ
ャート図。
【図２０】接続装置が内視鏡内の不揮発性メモリへカウ
ント処理を行う場合の内視鏡側の動作を示すフローチャ
ート図。
【図２１】図２０のメモリカウント処理の動作を示すフ
ローチャート図。
【図２２】内視鏡内で自動的にカウント処理を行う場合
の内視鏡の動作を示すフローチャート図。
【図２３】内視鏡内で洗浄関連情報を自動的にクリアす
る場合の処理動作を示すフローチャート図。
【図２４】不揮発性メモリに書き込まれる内視鏡関連デ
ータの種類及びその内容を示す図。
【図２５】初検査日又は施設名を読み出した時の接続装
置の処理を示すフローチャート図。
【図２６】点検時期である事を示すモニタの表示方法の
一例を示す図。
【図２７】内視鏡関連データの一部又は全部をモニタに
表示し、又は画像記録装置ファイリング装置に記録する
処理を示すフローチャート図。
【図２８】モニタの表示方法の一例を示す図。
【図２９】内視鏡と通信する通信機能を有する画像処理
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装置又はファイリング装置が接続された場合の浄関連情
報に関する処理を示すフローチャート図。
【図３０】内視鏡に通信機能を有する洗浄装置が接続さ
れた場合の浄関連情報に関する処理を示すフローチャー
ト図。
【図３１】ユーザ関連データについての接続装置の処理
を示すフローチャート図。
【図３２】ユーザ関連データの表示方法の一例を示す
図。
【図３３】書込み許可を行う際の接続装置の処理を示す
フローチャート図。
【図３４】セレクタの構成の１例を示す図。
【図３５】カウント処理に関する接続装置の処理を示す
フローチャート図。
【図３６】前回検査時刻に関する接続装置の処理を示す
フローチャート図。
【図３７】前回検査時刻及びリプロセス完了時刻の表示
方法の１例を示す図。
【図３８】本発明の第２の実施の形態の内視鏡システム
の全体構成の概略を示すブロック図。
【図３９】電子内視鏡及び通信機能を備えた画像処理装
置の詳細を示すブロック図。
【図４０】不揮発性メモリに書き込まれる内視鏡関連デ
ータの種類の表を示す図。
【図４１】通信機能を有する内視鏡と画像処理装置との
接続時の具体的な処理動作を示すフローチャート図。
【図４２】通信機能を有する内視鏡と画像処理装置との
接続時の具体的な処理動作を示すフローチャート図。
【図４３】通信中を示す表示の一例を示す図。
【図４４】ホワイトバランス処理回路周辺を示すブロッ
ク図。
【図４５】操作パネル内のスイッチ部の構成を示す図。
【図４６】スイッチ部を構成する各キー及びＬＥＤの機
能の表を示す図。
【図４７】内視鏡関連データが読み出し中にＳｃｏｐｅ
  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面を表示した場合の動作を
示す図。
【図４８】Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面の
一例を示す図。
【図４９】内視鏡観察画像下部に内視鏡関連データの一
部を表示する一例を示す図。
【図５０】図４９のうち、内視鏡関連データ表示部の拡
大図。
【図５１】点検時期を示す表示を行う処理動作を示すフ
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ローチャート図。
【図５２】内視鏡観察画像のみを示す図。
【図５３】Ｓｃｏｐｅ  Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ画面に
表示される内視鏡関連データの説明する表を示す図。
【図５４】通信機能を有しない内視鏡と画像処理装置と
の接続時の動作を示すフローチャート図。
【図５５】内視鏡関連データが読み出せなかった場合の
内視鏡観察画像下部の表示例を示す図。
【図５６】内視鏡を外した場合の画像処理装置の動作を
示すフローチャート図。
【図５７】内視鏡観察画像に内視鏡関連データの一部を
表示する他の例を示す図。
【図５８】映像信号切替回路における内視鏡画像と文字
情報とを合成する部分の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
３Ａ…通信機能を有する画像処理装置
３Ｂ…通信機能を有しない画像処理装置
３Ｃ…通信機能を有する洗浄装置
３Ｄ…通信機能を有するファイリング装置
４ａ，４ｂ，４ｄ…モニタ
５ａ，５ｂ…画像記録装置
６ａ，６ｃ…ファイリング装置
７…通信機能（通信部）
８…記憶部
１１…挿入部
１３…光源装置
１７…ＣＣＤ
２０…不揮発性メモリ
２１…ＣＰＵ
２２…セレクタ
２５…コネクタ
２６…ケーブル
２７…コネクタ
２８…映像信号処理回路
２９…ＣＰＵ
３０…ＲＯＭ
３１…ＲＡＭ
３２…ＳＩＯ
３３…ＰＩＯ
３７…映像信号切替回路
４１…操作パネル
４４…キーボード
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